
別紙５－85 

新旧対照表 

【税関様式関係通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 107 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改 正 後 改 正 前 

Ⅱ 記載要領及び留意事項 

 

関税法関係 

 

事前教示に関する照会書（Ｃ－1000） 

 

（省略） 

「照会者の住所、氏名・印」欄には、照会をしようとする者の住所、氏名

又は名称を記載し、押印又は署名する。代理人が照会を行う場合には、「照

会者の住所、氏名・印」欄に加え、「代理人の住所、氏名・印」欄に代理人

の住所、氏名又は名称を記載し、押印又は署名する。 

なお、照会者が輸入委託者である場合には、「代理人の住所、氏名・印」

欄に輸入委託者の住所、氏名又は名称を、「（担当者）」及び「（電話番号）」

の欄に当該照会に係る担当者の氏名及び電話番号をそれぞれ記載する。 

 

「輸入者符号」欄には、照会者に係る外国貿易等に関する統計基本通達（昭

和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）25－６に規定する符号を記載する。 

照会文中の「関税率表適用上の所属区分」、「関税率」、「統計品目番号」、「内

国消費税等の適用区分及び税率」及び「他法令」については、それらのうち、

照会者が照会しようとする事項の□内に×印を記入することにより照会事

項を表示する。 

Ⅱ 記載要領及び留意事項 

 

関税法関係 

 

事前教示に関する照会書（Ｃ－1000） 

 

（同左） 

「照会者の住所・氏名・印」欄には、照会をしようとする者の住所、氏名

又は名称を記載し、押印又は署名する。代理人が照会を行う場合には、「照

会者の住所・氏名・印」欄に加え、「代理人の住所・氏名・印」欄に代理人

の住所、氏名又は名称を記載し、押印又は署名する。 

なお、照会者が輸入委託者である場合には、「代理人の住所・氏名・印」

欄に輸入委託者の住所、氏名又は名称を記載する。 

なお、照会者が輸入委託者である場合においても、「（担当者）」及び「（電

話番号）」の欄に当該照会に係る担当者の氏名及び電話番号を記載する。 

「輸入者符号」欄には、照会者に登録された輸出入者コード番号がある場

合はそのコード番号を記載し、ない場合には 99999 と記載する。 

「照会文」中の「関税率表適用上の所属区分」、「関税率」、「統計品目番号」、

「内国消費税等の適用区分及び税率」及び「他法令」については、それらの

うち、照会者が照会しようとする事項の□内に×印を記入することにより照

会事項を表示する。 
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（省略） 

「輸入申告予定官署」欄には、当該照会に係る貨物の輸入申告等が予定さ

れている税関官署名（２以上あるときは、それぞれの官署名）を記載する。

（省略） 

「照会貨物に係る事前教示実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物

について、関税率表適用上の所属区分等に関する事前教示を求めた事実の有

無の該当する項目を○で囲み、当該事実がある場合には、その事前教示番号

を記載する。 

「類似貨物に係る輸入実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物に類

似する貨物の輸入実績のうち、当該照会に係る貨物の関税率表適用上の所属

区分等を決定するために参考となるものの有無の該当する項目を○で囲み、

当該実績がある場合には、その輸入申告番号（不明な場合、その概要）を記

載する。 

なお、これらの２欄については、記載欄が不足する場合には、「照会貨物

の説明」欄又は「事前教示に関する照会書（つづき）」（適宜の様式）を使用

することとして差し支えない。 

「照会貨物の説明（製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、包装等）」

欄には、当該照会に係る貨物の製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、

包装等で、照会事項である当該貨物の関税率表適用上の所属区分等を決定す

るために必要なものを具体的に記載する。 

なお、複雑な機械の構造図等、同欄に記載することが困難な事項は、最低

（同左） 

「輸入予定官署」欄には、当該照会に係る貨物の輸入申告等が予定されて

いる税関官署名（２以上あるときは、それぞれの官署名）を記載する。 

（同左） 

「照会貨物に係る事前教示実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物

について、関税率表適用上の所属区分等に関する事前教示を求めた事実の有

無の該当する項目を○印で囲み、当該事実がある場合には、その事前教示番

号を記載する。 

「類似貨物に係る輸入実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物に類

似する貨物の輸入実績のうち、当該照会に係る貨物の関税率表適用上の所属

区分等を決定するために参考となるものの有無の該当する項目を○印で囲

み、当該実績がある場合には、その輸入申告番号（不明な場合、その概要）

を記載する。 

なお、これらの２欄については、記載欄が不足する場合には、「照会貨物

の説明」欄又は「事前教示に関する照会書（つづき）」（適宜の様式）を使用

することとして差し支えない。 

「照会貨物の説明（製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、包装等）」

欄には、当該照会に係る貨物の製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、

包装等で、照会事項である当該貨物の関税率表適用上の所属区分等を決定す

るために必要なものを具体的に記載する。 

なお、複雑な機械の構造図等、同欄に記載することが困難な事項は、最低
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必要と認められる限度において、同欄の記載事項の一部とするものとし、こ

の場合には、同欄にその旨明記する。 

（例１）（省略） 

（例２）本品は、アーモンド（Ｘ％）としょ糖（Ｙ％）から製造され、も

ちに類似した白色の柔らかい固形物（１個の重量５kg）である。輸

入後、植物等の形状に成形して菓子（マルチパン）としたり、チョ

コレート菓子の内容物として使用したりする。 

（省略） 

「非公開期間の要否」欄については、本回答書は関税分類の参考とするた

め、回答後原則として公開し輸入者等の閲覧に供するので、例えば照会貨物

が新規のアイデア商品等で、照会貨物の説明内容中に回答後一定期間非公開

を必要とする部分がある場合には、同欄の「要・否」のうち要を〇で囲む。

（省略） 

「非公開期間」欄については、「非公開期間の要否」欄において要とした

場合、同欄の（ ）内に具体的な非公開期間（180 日を超えない期間に限る。）

を記載する。 

（省略） 

 

事前教示に関する照会書（原産地照会用）（Ｃ－1000－２） 

 

（省略） 

必要と認められる限度において、同欄の記載事項の一部とするものとし、こ

の場合には、同欄にその旨明記する。 

（例１）（同左） 

（例２）本品は、アーモンド（Ｘ％）としょ糖（Ｙ％）から製造され、も

ちに類似した白色の柔らかい固形物（１個の重量５kg）である。輸

入後、植物等の形状に成形して菓子（マルテイパン）としたり、チ

ョコレート菓子の内容物として使用したりする。 

（同左） 

「非公開期間の要否」欄については、本回答書は関税分類の参考とするた

め、回答後原則として公開し輸入者等の閲覧に供するので、例えば照会貨物

が新規のアイデア商品等で、照会貨物の説明内容中に回答後一定期間非公開

を必要とする部分がある場合には、同欄の要・否のうち要を〇で囲む。 

（同左） 

「非公開期間」欄については、「非公開期間の要否」欄において要とした

場合、同欄の（ ）内に具体的な非公開期間を記載する。この場合において、

記載できる非公開期間は 180 日を超えないものとする。 

（同左） 

 

事前教示に関する照会書（原産地照会用）（Ｃ－1000－２） 

 

（同左） 
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「照会者の住所、氏名・印」欄には、照会をしようとする者の住所、氏名

又は名称を記載し、押印又は署名する。代理人が照会を行う場合には、「照

会者の住所、氏名・印」欄に加え、「代理人の住所、氏名・印」欄に代理人

の住所･氏名又は名称を記載し、押印又は署名する。 

なお、照会者が輸入委託者である場合には、「代理人の住所、氏名・印」

欄に輸入委託者の住所、氏名又は名称を、「（担当者）」及び「（電話番号）」

の欄に当該照会に係る担当者の氏名及び電話番号をそれぞれ記載する。 

「輸入者符号」欄には、照会者に係る外国貿易等に関する統計基本通達（昭

和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）25－６に規定する符号を記載する。 

照会文中の「ＷＴＯ協定」、「経済連携協定（ ）」、「特恵」、及び「その他

（ ）」については、それらのうち、照会者が照会しようとする事項の□内に

×印を記入することにより照会事項を表示する。また、「経済連携協定」又

は「その他」に該当する場合には、「（ ）」内に経済連携協定名等を記載する。

（省略） 

「輸入申告予定官署」欄には、当該照会に係る貨物の輸入申告等が予定さ

れている税関官署名（２以上あるときは、それぞれの官署名）を記載する。

（省略） 

「参考資料」欄中の「見本、写真、図面、カタログ、説明書、分析成績、

その他」については、それらのうち、照会者が提出する参考資料に該当する

項目を〇で囲む。また、当該参考資料が「その他」に該当する場合には、「（ ）」

内に当該参考資料の種類、名称等を記載する。 

「照会者の住所・氏名・印」欄には、照会をしようとする者の住所、氏名

又は名称を記載し、押印又は署名する。代理人が照会を行う場合には、「照

会者の住所・氏名・印」欄に加え、「代理人の住所・氏名・印」欄に代理人

の住所･氏名又は名称を記載し、押印又は署名する。 

なお、照会者が輸入委託者である場合においても、「（担当者）」及び「（電

話番号）」の欄に当該照会に係る担当者の氏名及び電話番号を記載する。 

 

「輸入者符号」欄には、照会者に登録された輸出入者コード番号がある場

合はそのコード番号を記載し、ない場合には 99999 と記載する。 

「照会文」中の「ＷＴＯ協定」、「自由貿易協定（ ）」及び「特恵」につい

ては、それらのうち、照会者が照会しようとする事項の□内に×印を記入し、

「自由貿易協定」については、括弧内に自由貿易協定の締約国名を記載する

ことにより照会事項を表示する。 

（同左） 

「輸入予定官署」欄には、当該照会に係る貨物の輸入申告等が予定されて

いる税関官署名（２以上あるときは、それぞれの官署名）を記載する。 

（同左） 

「参考資料」欄中の「見本、写真、図面、カタログ、説明書、分析成績、

その他」については、それらのうち、照会者が提出する参考資料に該当する

項目を〇印で囲む。また、当該参考資料が「その他」に該当する場合には、

「（ ）」内に当該参考資料の種類、名称等を記載する。 
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（省略） 

「照会貨物に係る事前教示実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物

について、原産地に関する事前教示を求めた事実の有無の該当する項目を○

で囲み、当該事実がある場合には、その事前教示番号を記載する。 

「類似貨物に係る輸入実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物に類

似する貨物の輸入実績のうち、当該照会に係る貨物の原産地を決定するため

に参考となるものの有無の該当する項目を○で囲み、当該事実がある場合に

は、その輸入申告番号（不明な場合、その概要）を記載する。 

なお、これらの２欄については、記載欄が不足する場合には、「照会貨物

の説明」欄又は「事前教示に関する照会書（つづき）」（適宜様式）を使用す

ることとして差し支えない。 

（省略） 

「非公開期間の要否」欄については、本回答書は原産地の参考とするため、

回答後原則として公開し輸入者等の閲覧に供するので、例えば照会貨物が新

規のアイデア商品等で、照会貨物の説明内容中に回答後一定期間非公開を必

要とする部分がある場合には、同欄の「要・否」のうち要を○で囲む。 

（省略） 

「非公開期間」欄については、「非公開期間の要否」欄において要とした

場合、同欄の（ ）内に具体的な非公開期間（180 日を超えない期間に限る。）

を記載する。 

（省略） 

（同左） 

「照会貨物に係る事前教示実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物

について、原産地に関する事前教示を求めた事実の有無の該当する項目を○

印で囲み、当該事実がある場合には、その事前教示番号を記載する。 

 「類似貨物に係る輸入実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物に類

似する貨物の輸入実績のうち、当該照会に係る貨物の原産地を決定するため

に参考となるものの有無の該当する項目を○印で囲み、当該事実がある場合

には、その輸入申告番号（不明な場合、その概要）を記載する。 

 なお、これらの２欄については、記載欄が不足する場合には、「照会貨物

の説明」欄又は「事前教示に関する照会書（つづき）」（適宜様式）を使用す

ることとして差し支えない。 

（同左） 

「非公開期間の要否」欄については、本回答書は原産地の参考とするため、

回答後原則として公開し輸入者等の閲覧に供するので、例えば照会貨物が新

規のアイデア商品等で、照会貨物の説明内容中に回答後一定期間非公開を必

要とする部分がある場合には、同欄の要・否のうち要を○で囲む。 

（同左） 

「非公開期間」欄については、「非公開期間の要否」欄において要とした

場合、同欄の（ ）内に具体的な非公開期間を記載する。この場合において、

記載できる非公開期間は 180 日を超えないものとする。 

（同左） 
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事前教示に関する照会書（関税評価照会用）（Ｃ－1000－６） 

 

１ 関税評価に係る事前教示に関する照会に対する回答を文書により求め

ようとする者（以下「照会者」という｡）は、この用紙（別紙１及び別紙

２を含む。）に必要事項を記載の上、当該照会に係る貨物の主要な輸入申

告予定税関の首席関税評価官等に１部提出する。 

２ 「照会者の住所、氏名・印（署名）」欄には、照会をしようとする者の

住所、氏名又は名称を記載し、押印又は署名する。また、「輸入者符号」

欄には、照会者に係る外国貿易等に関する統計基本通達（昭和 59 年 10 月

17 日蔵関第 1048 号）25－６に規定する符号を記載する。 

３及び４ （省略） 

５ 「輸入申告予定官署」欄には、当該照会に係る貨物の輸入申告等が予定

されている税関官署名（２以上あるときは、それぞれの官署名）を記載す

る。 

（省略） 

 

インターネットによる事前教示に関する照会書（Ｃ－1000－13） 

 

（省略） 

「照会者の住所、氏名・印」欄には、照会をしようとする者の住所、氏名

 

事前教示に関する照会書（関税評価照会用）（Ｃ－1000－６） 

 

１ 関税評価に係る事前教示に関する照会に対する回答を文書により求め

ようとする者（以下「照会者」という｡）は、この用紙（別紙１及び別紙

２を含む。）に必要事項を記載の上、当該照会に係る貨物の主要な輸入予

定地を管轄する税関の首席関税評価官等に１部提出する。 

２ 「照会者の住所、氏名・印（署名）、（輸入者符号）」欄には、照会をし

ようとする者の住所、氏名又は名称を記載し、押印又は署名する。また、

照会者が輸出入者コード番号を取得している場合には、そのコード番号を

記載し、それ以外の場合には、99999 と記載する。 

３及び４ （同左） 

５ 「輸入通関予定官署」欄には、当該照会に係る貨物の輸入申告等が予定

されている税関官署名（２以上あるときは、それぞれの官署名）を記載す

る。 

（同左） 

 

インターネットによる事前教示に関する照会書（Ｃ－1000－13） 

 

（同左） 

「照会者の住所・氏名・印」欄には、照会をしようとする者の住所、氏名



別紙５－85 

新旧対照表 

【税関様式関係通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 107 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

7 
 

改 正 後 改 正 前 

又は名称を記載し、押印又は署名する。代理人が照会を行う場合には、「照

会者の住所、氏名・印」欄に加え、「代理人の住所、氏名・印」欄に代理人

の住所、氏名又は名称を記載し、押印又は署名する。 

なお、照会者が輸入委託者である場合には、「代理人の住所、氏名・印」

欄に輸入委託者の住所、氏名又は名称を、「（担当者）」及び「（電話番号）」

の欄に当該照会に係る担当者の氏名及び電話番号をそれぞれ記載する。 

 

「輸入者符号」欄には、照会者に係る外国貿易等に関する統計基本通達

25－６に規定する符号を記載する。 

照会文中の「関税率表適用上の所属区分」、「関税率」、「統計品目番号」、「内

国消費税等の適用区分及び税率」及び「他法令」については、それらのうち、

照会者が照会しようとする事項の□内に×印を記入することにより照会事

項を表示する。 

（省略） 

「輸入申告予定官署」欄には、当該照会に係る貨物の輸入申告等が予定さ

れている税関官署名（２以上あるときは、それぞれの官署名）を記載する。

（省略） 

「照会貨物に係る事前教示実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物

について、関税率表適用上の所属区分等に関する事前教示を求めた事実の有

無の該当する項目を○で囲み、当該事実がある場合には、その事前教示番号

を記載する。 

又は名称を記載し、押印又は署名する。代理人が照会を行う場合には、「照

会者の住所・氏名・印」欄に加え、「代理人の住所・氏名・印」欄に代理人

の住所、氏名又は名称を記載し、押印又は署名する。 

なお、照会者が輸入委託者である場合には、「代理人の住所・氏名・印」

欄に輸入委託者の住所、氏名又は名称を記載する。 

なお、照会者が輸入委託者である場合においても、「（担当者）」及び「（電

話番号）」の欄に当該照会に係る担当者の氏名及び電話番号を記載する。 

「輸入者符号」欄には、照会者に登録された輸出入者コード番号がある場

合はそのコード番号を記載し、ない場合には 99999 と記載する。 

「照会文」中の「関税率表適用上の所属区分」、「関税率」、「統計品目番号」、

「内国消費税等の適用区分及び税率」及び「他法令」については、それらの

うち、照会者が照会しようとする事項の□内に×印を記入することにより照

会事項を表示する。 

（同左） 

「輸入予定官署」欄には、当該照会に係る貨物の輸入申告等が予定されて

いる税関官署名（２以上あるときは、それぞれの官署名）を記載する。 

（同左） 

「照会貨物に係る事前教示実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物

について、関税率表適用上の所属区分等に関する事前教示を求めた事実の有

無の該当する項目を○印で囲み、当該事実がある場合には、その事前教示番

号を記載する。 
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「類似貨物に係る輸入実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物に類

似する貨物の輸入実績のうち、当該照会に係る貨物の関税率表適用上の所属

区分等を決定するために参考となるものの有無の該当する項目を○で囲み、

当該実績がある場合には、その輸入申告番号及びその年月（不明な場合、そ

の概要）を記載する。 

なお、これらの２欄については、記載欄が不足する場合には、「照会貨物

の説明」欄又は「インターネットによる事前教示に関する照会書（つづき）」

（適宜の様式）を使用することとして差し支えない。 

「照会貨物の説明（製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、包装等）」

欄には、当該照会に係る貨物の製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、

包装等で、照会事項である当該貨物の関税率表適用上の所属区分等を決定す

るために必要なものを具体的に記載する。 

なお、複雑な機械の構造図等、同欄に記載することが困難な事項は、最低

必要と認められる限度において、同欄の記載事項の一部とするものとし、こ

の場合には、同欄にその旨明記する。 

（例１）（省略） 

（例２）本品は、アーモンド（Ｘ％）としょ糖（Ｙ％）から製造され、も

ちに類似した白色の柔らかい固形物（１個の重量５kg）である。輸

入後、植物等の形状に成形して菓子（マルチパン）としたり、チョ

コレート菓子の内容物として使用したりする。 

（省略） 

「類似貨物に係る輸入実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物に類

似する貨物の輸入実績のうち、当該照会に係る貨物の関税率表適用上の所属

区分等を決定するために参考となるものの有無の該当する項目を○印で囲

み、当該実績がある場合には、その輸入申告番号及びその年月（不明な場合、

その概要）を記載する。 

なお、これらの２欄については、記載欄が不足する場合には、「照会貨物

の説明」欄又は「インターネットによる事前教示に関する照会書（つづき）」

（適宜の様式）を使用することとして差し支えない。 

「照会貨物の説明（製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、包装等）」

欄には、当該照会に係る貨物の製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、

包装等で、照会事項である当該貨物の関税率表適用上の所属区分等を決定す

るために必要なものを具体的に記載する。 

なお、複雑な機械の構造図等、同欄に記載することが困難な事項は、最低

必要と認められる限度において、同欄の記載事項の一部とするものとし、こ

の場合には、同欄にその旨明記する。 

（例１）（同左） 

（例２）本品は、アーモンド（Ｘ％）としょ糖（Ｙ％）から製造され、も

ちに類似した白色の柔らかい固形物（１個の重量５kg）である。輸

入後、植物等の形状に成形して菓子（マルテイパン）としたり、チ

ョコレート菓子の内容物として使用したりする。 

（同左） 
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「非公開期間の要否」欄については、本回答書は関税分類の参考とするた

め、回答後原則として公開し輸入者等の閲覧に供するので、例えば照会貨物

が新規のアイデア商品等で、照会貨物の説明内容中に回答後一定期間非公開

を必要とする部分がある場合には、同欄の「要・否」のうち要を〇で囲む。

（省略） 

「非公開期間」欄については、「非公開期間の要否」欄において要とした

場合、同欄の（ ）内に具体的な非公開期間（180 日を超えない期間に限る。）

を記載する。 

 

インターネットによる事前教示に関する照会書（原産地照会用）（Ｃ－1000

－16） 

 

（省略） 

「照会者の住所、氏名・印」欄には、照会をしようとする者の住所、氏名

又は名称を記載し、押印又は署名する。代理人が照会を行う場合には、「照

会者の住所、氏名・印」欄に加え、「代理人の住所、氏名・印」欄に代理人

の住所、氏名又は名称を記載し、押印又は署名する。 

なお、照会者が輸入委託者である場合には、「代理人の住所、氏名・印」

欄に輸入委託者の住所、氏名又は名称を、「（担当者）」及び「（電話番号）」

の欄に当該照会に係る担当者の氏名及び電話番号をそれぞれ記載する。 

「輸入者符号」欄には、照会者に係る外国貿易等に関する統計基本通達（昭

「非公開期間の要否」欄については、本回答書は関税分類の参考とするた

め、回答後原則として公開し輸入者等の閲覧に供するので、例えば照会貨物

が新規のアイデア商品等で、照会貨物の説明内容中に回答後一定期間非公開

を必要とする部分がある場合には、同欄の要・否のうち要を〇で囲む。 

（同左） 

 「非公開期間」欄については、「非公開期間の要否」欄において要とした

場合、同欄の（ ）内に具体的な非公開期間を記載する。この場合において、

記載できる非公開期間は 180 日を超えないものとする。 
 

インターネットによる事前教示に関する照会書（原産地照会用）（Ｃ－1000

－16） 

 

（同左） 

「照会者の住所、氏名・印」欄には、照会をしようとする者の住所、氏名

又は名称を記載し、押印又は署名する。代理人が照会を行う場合には、「照

会者の住所、氏名・印」欄に加え、「代理人の住所、氏名・印」欄に代理人

の住所、氏名又は名称を記載し、押印又は署名する。 

なお、照会者が輸入委託者である場合においても、「（担当者）」及び「（電

話番号）」の欄に当該照会に係る担当者の氏名及び電話番号を記載する。 

 

「輸入者符号」欄には、照会者に登録された輸出入者コード番号がある場
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和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）25－６に規定する符号を記載する。 

照会文中の「ＷＴＯ協定」、「経済連携協定（ ）」、「特恵」、及び「その他

（ ）」については、それらのうち、照会者が照会しようとする事項の□内に

×印を記入することにより照会事項を表示する。また、「経済連携協定」又

は「その他」に該当する場合には、「（ ）」内に経済連携協定名等を記載する。

 

（省略） 

「輸入申告予定官署」欄には、当該照会に係る貨物の輸入申告等が予定さ

れている税関官署名（２以上あるときは、それぞれの官署名）を記載する。

（省略） 

「参考資料」欄中の「写真、図面、カタログ、説明書、その他」について

は、それらのうち、照会者が提出する参考資料に該当する項目を〇で囲む。

また、当該参考資料が「その他」に該当する場合には、「（ ）」内に当該参考

資料の種類、名称等を記載する。 

（省略） 

「照会貨物に係る事前教示実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物

について、原産地に関する事前教示を求めた事実の有無の該当する項目を○

で囲み、当該事実がある場合には、その事前教示番号を記載する。 

「類似貨物に係る輸入実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物に類

似する貨物の輸入実績のうち、当該照会に係る貨物の原産地を決定するため

に参考となるものの有無の該当する項目を○で囲み、当該実績がある場合に

合はそのコード番号を記載し、ない場合には 99999 と記載する。 

「照会文」中の「ＷＴＯ協定」、「経済連携協定（ ）」、「特恵」、及び「そ

の他（ ）」については、それらのうち、照会者が照会しようとする事項の□

内に×印を記入することにより照会事項を表示する。また、「経済連携協定」

又は「その他」に該当する場合には、括弧内に経済連携協定の締約国名等を

記載する。 

（同左） 

「輸入予定官署」欄には、当該照会に係る貨物の輸入申告等が予定されて

いる税関官署名（２以上あるときは、それぞれの官署名）を記載する。 

（同左） 

「参考資料」欄中の「写真、図面、カタログ、説明書、その他」について

は、それらのうち、照会者が提出する参考資料に該当する項目を〇印で囲む。

また、当該参考資料が「その他」に該当する場合には、「（ ）」内に当該参考

資料の種類、名称等を記載する。 

（同左） 

「照会貨物に係る事前教示実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物

について、原産地に関する事前教示を求めた事実の有無の該当する項目を○

印で囲み、当該事実がある場合には、その事前教示番号を記載する。 

「類似貨物に係る輸入実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物に類

似する貨物の輸入実績のうち、当該照会に係る貨物の原産地を決定するため

に参考となるものの有無の該当する項目を○印で囲み、当該実績がある場合
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は、その輸入申告番号及びその年月（不明な場合、その概要）を記載する。

なお、これらの２欄については、記載欄が不足する場合には、「照会貨物

の説明」欄又は「インターネットによる事前教示に関する照会書（つづき）」

（適宜の様式）を使用することとして差し支えない。 

（省略） 

「続―補足説明：提出 枚」欄については、「インターネットによる事前教

示に関する照会書（つづき）」（適宜の様式）が添付されている場合又は補足

説明書が提出されている場合に、それぞれ該当する項目を〇で囲み、添付又

は提出された枚数を記入する。 

（省略） 

「非公開期間の要否」欄については、本回答書は原産地の参考とするため、

回答後原則として公開し輸入者等の閲覧に供するので、例えば照会貨物が新

規のアイデア商品等で、照会貨物の説明内容中に回答後一定期間非公開を必

要とする部分がある場合には、同欄の「要・否」のうち要を〇で囲む。 

（省略） 

「非公開期間」欄については、「非公開期間の要否」欄において要とした

場合、同欄の（ ）内に具体的な非公開期間（180 日を超えない期間に限る。）

を記載する。 
 

インターネットによる事前教示に関する照会書（関税評価照会用）（Ｃ－1000

－19） 

には、その輸入申告番号及びその年月（不明な場合、その概要）を記載する。 

なお、これらの２欄については、記載欄が不足する場合には、「照会貨物

の説明」欄又は「インターネットによる事前教示に関する照会書（つづき）」

（適宜の様式）を使用することとして差し支えない。 

（同左） 

「続―補足説明：提出 枚」欄については、「インターネットによる事前教

示に関する照会書（つづき）」（適宜の様式）が添付されている場合又は補足

説明書が提出されている場合に、それぞれ該当する項目を〇印で囲み、添付

又は提出された枚数を記入する。 

（同左） 

「非公開期間の要否」欄については、本回答書は原産地の参考とするため、

回答後原則として公開し輸入者等の閲覧に供するので、例えば照会貨物が新

規のアイデア商品等で、照会貨物の説明内容中に回答後一定期間非公開を必

要とする部分がある場合には、同欄の要・否のうち要を〇印で囲む。 

（同左） 

「非公開期間」欄については、「非公開期間の要否」欄において要とした

場合、同欄の（ ）内に具体的な非公開期間を記載する。この場合において、

記載できる非公開期間は 180 日を超えないものとする。 
 

インターネットによる事前教示に関する照会書（関税評価照会用）（Ｃ－1000

－19） 
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１ インターネットによる関税評価に係る事前教示に関する照会に対する

回答を文書により求めようとする者（以下「照会者」という｡）は、この

用紙（別紙１及び別紙２を含む。）に必要事項を記載し、押印又は署名し

たものを、画像情報とした上で、当該照会に係る貨物の主要な輸入申告予

定税関の首席関税評価官等に電子メールにより送信する。 

なお、本様式による照会に対する回答は、文書による照会に準じた取扱

いに切替えた場合を除き、口頭照会の場合と同様の取扱いとなるので留意

する。 

２ 「照会者の住所、氏名・印（署名）」欄には、照会をしようとする者の

住所、氏名又は名称を記載し、押印又は署名する。また、「輸入者符号」

欄には、照会者に係る外国貿易等に関する統計基本通達（昭和 59 年 10 月

17 日蔵関第 1048 号）25－６に規定する符号を記載する。 

３及び４ （省略） 

５ 「輸入申告予定官署」欄には、当該照会に係る貨物の輸入申告等が予定

されている税関官署名（２以上あるときは、それぞれの官署名）を記載す

る。 

（省略） 

11 「非公開期間の要否」欄については、本回答書は関税評価の参考とする

ため、回答後原則として公開し輸入者等の閲覧に供するので、回答後一定

期間当該内容を非公開とする必要がある場合には、同欄の「要・否」のう

 

１ インターネットによる関税評価に係る事前教示に関する照会に対する

回答を文書により求めようとする者（以下「照会者」という｡）は、この

用紙（別紙１及び別紙２を含む。）に必要事項を記載し、押印又は署名し

たものを、画像情報とした上で、当該照会に係る貨物の主要な輸入予定地

を管轄する税関の首席関税評価官等に電子メールにより送信する。 

なお、本様式による照会に対する回答は、文書による照会に準じた取扱

いに切替えた場合を除き、口頭照会の場合と同様の取扱いとなるので留意

する。 

２ 「照会者の住所、氏名・印（署名）、（輸入者符号）」欄には、照会をし

ようとする者の住所、氏名又は名称を記載し、押印又は署名する。また、

照会者が輸出入者コード番号を取得している場合には、そのコード番号を

記載し、それ以外の場合には、99999 と記載する。 

３及び４ （同左） 

５ 「輸入通関予定官署」欄には、当該照会に係る貨物の輸入申告等が予定

されている税関官署名（２以上あるときは、それぞれの官署名）を記載す

る。 

（同左） 

11 「非公開期間の要否」欄については、本回答書は関税評価の参考とする

ため、回答後原則として公開し輸入者等の閲覧に供するので、回答後一定

期間当該内容を非公開とする必要がある場合には、同欄の要・否のうち要
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ち要を○で囲む。 

12 （省略） 

13 「非公開期間」欄については、「非公開期間の要否」欄において要とし

た場合、同欄の（ ）内に具体的な非公開期間（180 日を超えない期間に限

る。）を記載する。 

 

事前教示に関する照会書（減免税照会用）（Ｃ－1000－22） 

 

減免税に係る事前教示に関する照会に対する回答を文書により求めよう

とする者（以下、「照会者」という。）は、この用紙に必要事項を記載し、押

印又は署名したものを、当該照会に係る貨物の主要な輸入申告予定地を管轄

する税関の本関の減免税を所掌する統括審査官（通関総括部門担当）等に１

部提出する。 

（省略） 

「照会者の住所、氏名・印」欄には、照会をしようとする者の住所、氏名

又は名称を記載し、押印又は署名する。代理人が照会を行う場合には、「照

会者の住所、氏名・印」欄に加え、「代理人の住所、氏名・印」欄に代理人

の住所・氏名又は名称を記載し、押印又は署名する。 

なお、照会者が輸入委託者である場合には、「代理人の住所、氏名・印」

欄に輸入委託者の住所、氏名又は名称を、「（担当者）」及び「（電話番号）」

の欄に当該照会に係る担当者の氏名及び電話番号をそれぞれ記載する。 

を○印で囲む。 

12 （同左） 

13 「非公開期間」欄については、「非公開期間の要否」欄において要とし

た場合、同欄の（ ）内に具体的な非公開期間を記載する。この場合にお

いて、記載できる非公開期間は 180 日を超えないものとする。 

 

事前教示に関する照会書（減免税照会用）（Ｃ－1000－22） 

 

減免税に係る事前教示に関する照会に対する回答を文書により求めよう

とする者（以下、「照会者」という。）は、この用紙に必要事項を記載し、押

印又は署名したものを、当該照会に係る貨物の主要な輸入予定地を管轄する

税関の本関の減免税を所掌する統括審査官（通関総括部門担当）等に１部提

出する。 

（同左） 

「照会者の住所、氏名・印」欄には、照会をしようとする者の住所、氏名

又は名称を記載し、押印又は署名する。代理人が照会を行う場合には、「照

会者の住所、氏名・印」欄に加え、「代理人の住所、氏名・印」欄に代理人

の住所・氏名又は名称を記載し、押印又は署名する。 

なお、照会者が輸入委託者である場合には、「代理人の住所、氏名・印」

欄に輸入委託者の住所、氏名又は名称を記載する。 

なお、照会者が輸入委託者である場合においても、「（担当者）」及び「（電
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「輸入者符号」欄には、照会者に係る外国貿易等に関する統計基本通達（昭

和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）25－６に規定する符号を記載する。 

（省略） 

「輸入申告予定官署」欄には、当該照会に係る貨物の輸入申告等が予定さ

れている税関官署名（２以上あるときは、それぞれの官署名）を記載する。

（省略） 

「参考資料」欄中の「要」及び「否」については、参考資料の返却の要否

について該当する□内に×印を記入し、「見本、写真、図面、カタログ、説

明書、その他」については、それらのうち、照会者が提出する参考資料に該

当する項目を〇で囲む。また、当該参考資料が「その他」に該当する場合に

は、「（ ）」内に当該参考資料の種類、名称等を記載する。 

なお、記載欄が不足する場合には、「照会貨物の説明（貨物の性状、機能、

用途その他減免税の適用の可否の決定に必要な事実等）」欄又は「事前教示

に関する照会書（つづき）」（適宜の様式）を使用することとして差し支えな

い。 

「照会貨物に係る事前教示実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物

について、減免税に関する事前教示を求めた事実の有無の該当する項目を○

で囲み、当該事実がある場合には、その事前教示番号を記載する。 

「類似貨物に係る輸入実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物に類

似する貨物の輸入実績のうち、当該照会に係る貨物の減免税の適用の可否を

話番号）」の欄に当該照会に係る担当者の氏名及び電話番号を記載する。 

「輸入者符号」欄には、照会者に登録された輸出入者コード番号がある場

合はそのコード番号を記載し、ない場合には 99999 と記載する。 

（同左） 

「輸入予定官署」欄には、当該照会に係る貨物の輸入申告等が予定されて

いる税関官署名（２以上あるときは、それぞれの官署名）を記載する。 

（同左） 

「参考資料」欄中の「要」及び「否」については、参考資料の返却の要否

について該当する□内に×印を記入し、「見本、写真、図面、カタログ、説

明書、その他」については、それらのうち、照会者が提出する参考資料に該

当する項目を〇印で囲む。また、当該参考資料が「その他」に該当する場合

には、「（ ）」内に当該参考資料の種類、名称等を記載する。 

なお、記載欄が不足する場合には、「照会貨物の説明（貨物の性状、機能、

用途その他減免税の適用の可否の決定に必要な事実等）」欄又は「事前教示

に関する照会書（つづき）」（適宜の様式）を使用することとして差し支えな

い。 

「照会貨物に係る事前教示実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物

について、減免税に関する事前教示を求めた事実の有無の該当する項目を○

印で囲み、当該事実がある場合には、その事前教示番号を記載する。 

「類似貨物に係る輸入実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物に類

似する貨物の輸入実績のうち、当該照会に係る貨物の減免税の適用の可否を
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決定するために参考となるものの有無の該当する項目を○で囲み、当該事実

がある場合には、その輸入申告番号（不明な場合、その概要）を記載する。

なお、これらの２欄については、記載欄が不足する場合には、「照会貨物

の説明（貨物の性状、機能、用途その他減免税の適用の可否の決定に必要な

事実等）」欄又は「事前教示に関する照会書（つづき）」（適宜様式）を使用

することとして差し支えない。 

（省略） 

「非公開期間の要否」欄については、本回答書は減免税の適用の参考とす

るため、回答後原則として公開し輸入者等一般の閲覧に供するので、例えば

照会貨物が新規のアイデア商品等で、照会貨物の説明内容中に回答後一定期

間非公開を必要とする部分がある場合には、同欄の「要・否」のうち要を○

で囲む。 

（省略） 

「非公開期間」欄については、「非公開期間の要否」欄において要とした

場合、同欄の（ ）内に具体的な非公開期間（180 日を超えない期間に限る。）

を記載する。 

（省略） 

 

インターネットによる事前教示に関する照会書（減免税照会用）（Ｃ－1000

－25） 

 

決定するために参考となるものの有無の該当する項目を○印で囲み、当該事

実がある場合には、その輸入申告番号（不明な場合、その概要）を記載する。 

なお、これらの２欄については、記載欄が不足する場合には、「照会貨物

の説明（貨物の性状、機能、用途その他減免税の適用の可否の決定に必要な

事実等）」欄又は「事前教示に関する照会書（つづき）」（適宜様式）を使用

することとして差し支えない。 

（同左） 

「非公開期間の要否」欄については、本回答書は減免税の適用の参考とす

るため、回答後原則として公開し輸入者等一般の閲覧に供するので、例えば

照会貨物が新規のアイデア商品等で、照会貨物の説明内容中に回答後一定期

間非公開を必要とする部分がある場合には、同欄の要・否のうち要を○で囲

む。 

（同左） 

「非公開期間」欄については、「非公開期間の要否」欄において要とした

場合、同欄の（ ）内に具体的な非公開期間を記載する。この場合において、

記載できる非公開期間は 180 日を超えないものとする。 

（同左） 

 

インターネットによる事前教示に関する照会書（減免税照会用）（Ｃ－1000

－25） 
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インターネットによる減免税の適用の可否に係る事前教示に関する照会

に対する回答を文書により求めようとする者（以下「照会者」という｡）は、

この用紙に必要事項を記載し、押印又は署名したものを、画像情報とした上

で、当該照会に係る貨物の主要な輸入申告予定官署が所属する税関の本関の

減免税を所掌する統括審査官（通関総括部門担当）等に電子メールにより送

信する。 

（省略） 

「照会者の住所、氏名・印」欄には、照会をしようとする者の住所、氏名

又は名称を記載し、押印又は署名する。代理人が照会を行う場合には、「照

会者の住所、氏名・印」欄に加え、「代理人の住所、氏名・印」欄に代理人

の住所・氏名又は名称を記載し、押印又は署名する。 

なお、照会者が輸入委託者である場合には、「代理人の住所、氏名・印」

欄に輸入委託者の住所、氏名又は名称を、「（担当者）」及び「（電話番号）」

の欄に当該照会に係る担当者の氏名及び電話番号をそれぞれ記載する。 

 

「輸入者符号」欄には、照会者に係る外国貿易等に関する統計基本通達（昭

和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）25－６に規定する符号を記載する。 

（省略） 

「輸入申告予定官署」欄には、当該照会に係る貨物の輸入申告等が予定さ

れている税関官署名（２以上あるときは、それぞれの官署名）を記載する。

（省略） 

インターネットによる減免税の適用の可否に係る事前教示に関する照会

に対する回答を文書により求めようとする者（以下「照会者」という｡）は、

この用紙に必要事項を記載し、押印又は署名したものを、画像情報とした上

で、当該照会に係る貨物の主要な輸入予定地を管轄する税関の本関の減免税

を所掌する統括審査官（通関総括部門担当）等に電子メールにより送信する。 

 

（同左） 

「照会者の住所、氏名・印」欄には、照会をしようとする者の住所、氏名

又は名称を記載し、押印又は署名する。代理人が照会を行う場合には、「照

会者の住所、氏名・印」欄に加え、「代理人の住所、氏名・印」欄に代理人

の住所・氏名又は名称を記載し、押印又は署名する。 

なお、照会者が輸入委託者である場合には、「代理人の住所、氏名・印」

欄に輸入委託者の住所、氏名又は名称を記載する。 

なお、照会者が輸入委託者である場合においても、「（担当者）」及び「（電

話番号）」の欄に当該照会に係る担当者の氏名及び電話番号を記載する。 

「輸入者符号」欄には、照会者に登録された輸出入者コード番号がある場

合はそのコード番号を記載し、ない場合には 99999 と記載する。 

（同左） 

「輸入予定官署」欄には、当該照会に係る貨物の輸入申告等が予定されて

いる税関官署名（２以上あるときは、それぞれの官署名）を記載する。 

（同左） 
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「参考資料」欄中の「要」及び「否」については、参考資料の返却の要否

について該当する□内に×印を記入し、「見本、写真、図面、カタログ、説

明書、その他」については、それらのうち、照会者が提出する参考資料に該

当する項目を〇で囲む。また、当該参考資料が「その他」に該当する場合に

は、「（ ）」内に当該参考資料の種類、名称等を記載する。 

なお、記載欄が不足する場合には、「照会貨物の説明（貨物の性状、機能、

用途その他減免税の適用の可否の決定に必要な事実等）」欄又は「事前教示

に関する照会書（つづき）」（適宜の様式）を使用することとして差し支えな

い。 

「照会貨物に係る事前教示実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物

について、減免税に関する事前教示を求めた事実の有無の該当する項目を○

で囲み、当該事実がある場合には、その事前教示番号を記載する。 

「類似貨物に係る輸入実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物に類

似する貨物の輸入実績のうち、当該照会に係る貨物の減免税の適用の可否を

決定するために参考となるものの有無の該当する項目を○で囲み、当該事実

がある場合には、その輸入申告番号（不明な場合、その概要）を記載する。

なお、これらの２欄については、記載欄が不足する場合には、「照会貨物

の説明（貨物の性状、機能、用途その他減免税の適用の可否の決定に必要な

事実等）」欄又は「事前教示に関する照会書（つづき）」（適宜様式）を使用

することとして差し支えない。 

（省略） 

「参考資料」欄中の「要」及び「否」については、参考資料の返却の要否

について該当する□内に×印を記入し、「見本、写真、図面、カタログ、説

明書、その他」については、それらのうち、照会者が提出する参考資料に該

当する項目を〇印で囲む。また、当該参考資料が「その他」に該当する場合

には、「（ ）」内に当該参考資料の種類、名称等を記載する。 

なお、記載欄が不足する場合には、「照会貨物の説明（貨物の性状、機能、

用途その他減免税の適用の可否の決定に必要な事実等）」欄又は「事前教示

に関する照会書（つづき）」（適宜の様式）を使用することとして差し支えな

い。 

「照会貨物に係る事前教示実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物

について、減免税に関する事前教示を求めた事実の有無の該当する項目を○

印で囲み、当該事実がある場合には、その事前教示番号を記載する。 

「類似貨物に係る輸入実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物に類

似する貨物の輸入実績のうち、当該照会に係る貨物の減免税の適用の可否を

決定するために参考となるものの有無の該当する項目を○印で囲み、当該事

実がある場合には、その輸入申告番号（不明な場合、その概要）を記載する。 

なお、これらの２欄については、記載欄が不足する場合には、「照会貨物

の説明（貨物の性状、機能、用途その他減免税の適用の可否の決定に必要な

事実等）」欄又は「事前教示に関する照会書（つづき）」（適宜様式）を使用

することとして差し支えない。 

（同左） 
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改 正 後 改 正 前 

「続―補足説明書：提出 枚」欄については、「インターネットによる事前

教示に関する照会書（つづき）」（適宜の様式）が添付されている場合又は補

足説明書が提出されている場合に、それぞれ該当する項目を〇で囲み、添付

又は提出された枚数を記入する。 

（省略） 

「非公開期間の要否」欄については、本回答書は減免税の適用の参考とす

るため、回答後原則として公開し輸入者等一般の閲覧に供するので、例えば

照会貨物が新規のアイデア商品等で、照会貨物の説明内容中に回答後一定期

間非公開を必要とする部分がある場合には、同欄の「要・否」のうち要を○

で囲む。 

（省略） 

「非公開期間」欄については、「非公開期間の要否」欄において要とした

場合、同欄の（ ）内に具体的な非公開期間（180 日を超えない期間に限る。）

を記載する。 

 

関税（消費税及び地方消費税兼用）納期限延長（個別） 

申請書（Ｃ－1003） 

 

⑴ 「輸入者符号」欄には、当該申請者に係る外国貿易等に関する統計基

本通達（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）25－６に規定する符号を

記載する。 

「続―補足説明書：提出 枚」欄については、「インターネットによる事前

教示に関する照会書（つづき）」（適宜の様式）が添付されている場合又は補

足説明書が提出されている場合に、それぞれ該当する項目を〇印で囲み、添

付又は提出された枚数を記入する。 

（同左） 

「非公開期間の要否」欄については、本回答書は減免税の適用の参考とす

るため、回答後原則として公開し輸入者等一般の閲覧に供するので、例えば

照会貨物が新規のアイデア商品等で、照会貨物の説明内容中に回答後一定期

間非公開を必要とする部分がある場合には、同欄の要・否のうち要を○で囲

む。 

（同左） 

「非公開期間」欄については、「非公開期間の要否」欄において要とした

場合、同欄の（ ）内に具体的な非公開期間を記載する。この場合において、

記載できる非公開期間は 180 日を超えないものとする。 

 

関税（消費税及び地方消費税兼用）納期限延長（個別） 

申請書（Ｃ－1003） 
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改 正 後 改 正 前 

⑵ （省略） 

⑶ 提供する担保が据置担保の場合は、「提供した担保」欄の「担保期間

（債権発生期間）」を記入する。 

なお、第２回目以降の納期限延長の際には、「担保の種類」の欄に（据

置）担保預り証番号を記載することで、担保の提供があったものとする。

 

関税（消費税及び地方消費税兼用）納期限延長（包括） 

申請書（官署別）（Ｃ－1004） 

 

⑴ 標題中「官署別」とは、一の税関官署で使用する据置担保を提供して

申請する場合であることを示す。 

⑵ 「輸入者符号」欄には、当該申請者に係る外国貿易等に関する統計基

本通達（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）25－６に規定する符号を

記載する。 

⑶ 据置担保を提供した後の第２回目以降の包括納期限延長申請の場合

は、「担保の種類」の欄に（据置）担保預り証番号を記載することで担

保の提供があったものとする。 

 

関税（消費税及び地方消費税兼用）納期限延長（包括） 

申請書（一括）（Ｃ－1005） 

 

⑴ （同左） 

⑵ 提供する担保が据置担保の場合は、「提供した担保」欄の「担保期間

（債権発生期間）」を記入する。 

なお、第２回目以降の納期限延長の際には、「担保の種類」の欄に（据

置）担保預り証番号を記載することで、担保の提供があつたものとする。 

 

関税（消費税及び地方消費税兼用）納期限延長（包括） 

申請書（官署別）（Ｃ－1004） 

 

据置担保を提供した後の第２回目以降の包括納期限延長申請の場合は、

「担保の種類」の欄に（据置）担保預り証番号を記載することで担保の提供

があつたものとする。 

なお、標題中「官署別」とは、一の税関官署で使用する据置担保を提供し

て申請する場合であることを示す。 

 

 

 

 

関税（消費税及び地方消費税兼用）納期限延長（包括） 

申請書（一括）（Ｃ－1005） 
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改 正 後 改 正 前 

⑴ 標題中「一括」とは、一括担保を提供して申請する場合であることを

示す。 

⑵ 「輸入者符号」欄には、当該申請者に係る外国貿易等に関する統計基

本通達（昭和59年10月17日蔵関第1048号）25－６に規定する符号を記載

する。 

⑶ 据置担保を提供した後の第２回目以降の包括納期限延長申請の場合

は、「申請理由」欄に（据置）担保預り証番号を記載することで担保の

提供があったものとする。 

⑷ 「申請先」欄には、該当する官署にレ印を記載する。なお、官署名の

記載のない場合は、適宜、記載して差し支えない。 

 

関税（内国消費税及び地方消費税兼用）納期限延長 

（特例申告）申請書（Ｃ－1006） 

 

⑴ この申請書は、関税、内国消費税（酒税、たばこ税及びたばこ特別税

を除く。）及び地方消費税について、特例申告（関税法第７条の２第２

項に規定する特例申告をいう。以下同じ。）毎に作成する。 

⑵ （省略） 

⑶ 「輸入者符号」欄には、当該申請者に係る外国貿易等に関する統計基

本通達（昭和59年10月17日蔵関第1048号）25－６に規定する符号を記載

する。 

据置担保を提供した後の第２回目以降の包括納期限延長申請の場合は、

「申請理由」欄に（据置）担保預り証番号を記載することで担保の提供があ

ったものとする。 

なお、標題中「一括」とは一括担保を提供して申請する場合であることを

示す。 

「申請先」欄には、該当する官署にレ印を記載する。なお、官署名の記載

のない場合は、適宜、記載して差し支えない。 

 

 

 

 

関税（内国消費税及び地方消費税兼用）納期限延長 

（特例申告）申請書（Ｃ－1006） 

 

⑴ この申請書は、関税、内国消費税（酒税、たばこ税及びたばこ特別税

を除く。）及び地方消費税について、特例申告（関税法第７条の２第２

項«申告の特例»に規定する特例申告をいう。以下同じ。）毎に作成する。 

⑵ （同左） 

 

 

 



別紙５－85 

新旧対照表 

【税関様式関係通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 107 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

21 
 

改 正 後 改 正 前 

⑷ （省略） 
⑸ 提供する担保が据置担保の場合は、「提供した担保」欄の「担保期間

（債権発生期間）」を記載する。 

  なお、据置担保を提供した後の第２回目以降の特例申告納期限延長申

請の場合は、「担保の種類」欄に（据置）担保預り証番号を記載するこ

とで担保の提供があったものとする。 

 

関税修正申告書（内国消費税等修正申告書兼用）（Ｃ－1020） 

 

１．関税修正申告書記載要領の共通事項 

⑴及び⑵ （省略） 

⑶ 修正申告により納付すべき関税等の納付を法第９条の４ただし書に

規定する財務省令で定める方法により行う場合には、申告書の上部余白

に当該方法により関税等を納付したい旨（例えば、「ＭＰＮ利用」）を明

瞭に記載する。 

２．関税修正申告書の記載要領 

（省略） 

「申告者」欄の「住所」及び「氏名又は名称」の項には、修正申告に係る

輸入（納税）申告書に記載されている申告者（輸入者）の住所及び氏名又は

名称を記載し、輸入（納税）申告書と同様に権限ある者の押印をする。「輸

入者符号」欄には、当該申告者に係る外国貿易等に関する統計基本通達（昭

⑶ （同左） 

⑷ 提供する担保が据置担保の場合は、「提供した担保」欄の「担保期間

（債権発生期間）」を記載する。 

  なお、据置担保を提供した後の第２回目以降の特例申告納期限延長申

請の場合は、「担保の種類」欄に（据置）担保預り証番号を記載するこ

とで担保の提供があつたものとする。 

 

関税修正申告書（内国消費税等修正申告書兼用）（Ｃ－1020） 

 

１．関税修正申告書記載要領の共通事項 

⑴及び⑵ （同左） 

⑶ 修正申告により納付すべき関税等の納付を法第９条の４ただし書《電

子情報処理組織による納付手続》に規定する財務省令で定める方法によ

り行う場合には、申告書の上部余白に当該方法により関税等を納付した

い旨（例えば、「ＭＰＮ利用」）を明瞭に記載する。 

２．関税修正申告書の記載要領 

（同左） 

「申告者」欄の「住所」及び「氏名又は名称」の項には、修正申告に係る

輸入（納税）申告書に記載されている申告者（輸入者）の住所及び氏名又は

名称を記載し、輸入（納税）申告書と同様に権限ある者の押印をする。通関

業者が修正申告する場合には「代理人」の箇所に通関業者の住所、氏名又は
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改 正 後 改 正 前 

和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）25－６に規定する符号を記載する。通関

業者が修正申告する場合には「代理人」の箇所に通関業者の住所、氏名又は

名称を併記する。 

       関税法第７条の 14 第１項 

申告書中  国税通則法第 19 条第 項    の箇所には、条項空白箇

       地方税法第 72 条の 101 

所に適用条項を記載するとともに、不要の文字を抹消する。 

 申告書中「関税   円、   税   円、   税   円」の空白

箇所には、修正申告により納付すべき税額の合計額を受入科目別に記載する

とともに、修正申告の対象となっている貨物に係る内国消費税等の名称を記

載する。 

「受入科目」欄の「   税」の箇所には、修正申告の対象となっている

貨物に係る内国消費税等の名称を記載する。 

（省略） 

 

関税更正請求書（内国消費税等更正請求書兼用）（Ｃ－1030） 

 

１． （省略） 

２．関税更正請求書の記載要領 

（省略） 

「請求者」欄の「住所」及び「氏名又は名称」の欄には、更正の請求に係

名称を併記する。 

 

 

       関税法第７条の 14 第１項 

申告書中  国税通則法第 19 条第 項    の箇所には、条項空白箇 

       地方税法第 72 条の 101 第１項 

所に適用条項を記載するとともに、不要の文字をまつ消する。 

 申告書中「関税   円、   税   円、   税   円」の空白

箇所には、修正申告により納付すべき税額の合計額を受入科目別に記載する

とともに、修正申告の対象となつている貨物に係る内国消費税等の名称を記

載する。 

「受入科目」欄の「   税」の箇所には、修正申告の対象となつている

貨物に係る内国消費税等の名称を記載する。 

（同左） 

 

関税更正請求書（内国消費税等更正請求書兼用）（Ｃ－1030） 

 

１． （同左） 

２．関税更正請求書の記載要領 

（同左） 

「請求者」欄の「住所」及び「氏名又は名称」の欄には、更正の請求に係
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改 正 後 改 正 前 

る輸入（納税）申告書に記載されている申告者（輸入者）の住所及び氏名又

は名称を記載する。「輸入者符号」欄には、当該申告者に係る外国貿易等に

関する統計基本通達（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）25－６に規定す

る符号を記載する。通関業者が代理請求する場合には、「代理人」の箇所に

通関業者の住所、氏名又は名称を併記する。 

       関税法第７条の 15 第１項 

請求書中  国税通則法第 23 条第１項    の箇所は、不要の文字を

       地方税法第 72 条の 100  

抹消する。 

「受入科目」欄の「   税」の箇所には、更正請求の対象となっている

貨物に係る内国消費税等の名称を記載する。 

（省略） 

更正後の更正の請求の場合には、その対象となっている更正通知書の「更

正後」の欄に記載されている課税標準及び税額を記載する。 

（省略） 

 

担保提供書（Ｃ－1090） 

 

⑴ 「輸入者符号」欄には、当該申請者に係る外国貿易等に関する統計基

本通達（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）25－６に規定する符号を

記載する。 

る輸入（納税）申告書に記載されている申告者（輸入者）の住所及び氏名又

は名称を記載する。通関業者が代理請求する場合には、「代理人」の箇所に

通関業者の住所、氏名又は名称を併記する。 

        

 

関税法第７条の 15 第１項 

請求書中  国税通則法第 23 条第１項    の箇所は、不要の文字を 

       地方税法第 72 条の 100 第１項 

まつ消する。 

「受入科目」欄の「   税」の箇所には、更正請求の対象となつている

貨物に係る内国消費税等の名称を記載する。 

（同左） 

更正後の更正の請求の場合には、その対象となつている更正通知書の「更

正後」の欄に記載されている課税標準及び税額を記載する。 

（同左） 

 

担保提供書（Ｃ－1090） 
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⑵ （省略） 
⑶ （省略） 
⑷ （省略） 
⑸ （省略） 
⑹ （省略） 
⑺ （省略） 
⑻ （省略） 

 

輸入貨物の評価（個別･包括）申告書Ⅰ（Ｃ－5300） 

 

輸入貨物の評価（個別･包括）申告書Ⅱ（Ｃ－5310） 

 

＜評価申告書Ⅰ及びⅡに共通する事項＞ 

⑴～⑷ （省略） 

⑸ 「輸入者符号」欄には、外国貿易等に関する統計基本通達（昭和 59 年

10 月 17 日蔵関第 1048 号）25－６に規定する符号を記載する。 

⑹ （省略） 

⑺ 「包括申告の主要関係税関名」欄には、貨物の主要な輸入申告予定官署

名を記載する。例えば、東京税関本関及び大井出張所並びに大阪税関関西

空港税関支署において、主に輸入申告を予定しているときは、 

東京税関（本関、大井出張所） 

⑴ （同左） 
⑵ （同左） 
⑶ （同左） 
⑷ （同左） 
⑸ （同左） 
⑹ （同左） 
⑺ （同左） 

 

輸入貨物の評価（個別･包括）申告書Ⅰ（Ｃ－5300） 

 

輸入貨物の評価（個別･包括）申告書Ⅱ（Ｃ－5310） 

 

＜評価申告書Ⅰ及びⅡに共通する事項＞ 

⑴～⑷ （同左） 

⑸ 「輸入者符号」欄には、外国貿易等に関する統計基本通達 25－６に定

められた記載要領により記載する。 

⑹ （同左） 

⑺ 「包括申告の主要関係税関名」欄には、申告貨物に係る輸入通関を予定

する主要な税関官署名を記載する。例えば、東京税関本関及び大井出張所

並びに大阪税関関西空港税関支署において、主に輸入通関を予定している

ときは、 
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改 正 後 改 正 前 

大阪税関（関西空港税関支署） 

のように記載する。 

 

⑻及び⑼ （省略） 

（省略） 

 

＜限定輸入申告者等の納税申告に係る評価申告＞ 

（省略） 

⑵ 「輸入者符号」欄には、荷受人に係る外国貿易等に関する統計基本通達

（昭和59年 10月 17日蔵関第 1048号）25－６に規定する符号を記載する。

⑶及び⑷ （省略） 

 

当事者分析成績採用申請書（Ｃ－5570） 

 

＜申請書上段＞ 

１ （省略） 

２ 「○○税関」には、輸出入貨物等が置かれている保税地域等の所在地を

所轄する税関官署が所属する税関（以下この項において「蔵置官署」とい

う。）が所属する税関の名称を記載する。 

３ 「（  経由）」には、当該申請に係る貨物の蔵置官署が支署又は出張所

である場合に、当該支署又は出張所の名称を記載する。 

東京税関（本関、大井出張所） 

大阪税関（関西空港税関支署） 

のように記載する。 

⑻及び⑼ （同左） 

（同左） 

 

＜限定輸入申告者等の納税申告に係る評価申告＞ 

（同左） 

⑵ 「輸入者符号」欄には、荷受人の輸入者符号を記載する。 

 

⑶及び⑷ （同左） 

 

当事者分析成績採用申請書（Ｃ－5570） 

 

＜申請書上段＞ 

１ （同左） 

２ 「○○税関○○部長」には、該当する税関名及びその当該申請に係る貨

物の通関審査等を所管する部の名称を記載する。 

 

３ 「（  経由）」の空欄には、当該申請に係る貨物の通関税関が支署又は

出張所である場合に、当該支署又は出張所の名称を記載する。 
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４ 申請者の「住所」及び「氏名（名称及び代表権者の氏名）」には、当該

申請者が法人の支社、支店、工場等である場合に、その所在地並びに名称

及び責任者の氏名を記載し、その職印を押印又は署名する。 

＜申請書中段＞ 

（一般的事項） 

新規、更新、変更のいずれの申請においても全ての欄に記載し、変更の申

請の場合には、変更が生じた事項に下線を付す。 

（各欄の記載事項） 

⑴欄：申請に係る貨物の輸出入申告書等を提出しようとする税関官署（以

下この項において「申告官署」という。）の名称を記載する。ただし、

申告官署の追加又は削除に係る変更の申請の場合には、当該追加又は

削除しようとする申告官署の名称のみを記載し、（追加）又は（削除）

と付記する。なお、申告官署が蔵置官署と異なる場合にはその旨を記

載する。 

⑵欄：申請に係る貨物の輸出入申告書等の分析の成績による審査を希望す

る申請書等の書類（例：輸入申告書、輸出申告書、積戻し申告書、保

税作業終了届）を記載し、減免還付に関するものの場合には、その根

拠法令名及びその条項（例えば、関税定率法第 13 条第１項による免

税）を付記する。 

⑶欄：申請に係る分析の成績による関税等の賦課（軽減、免除、払戻し及

び還付を含む。以下⑷欄において同じ。）を希望する貨物の品名（例

４ 申請者の「住所」及び「氏名（名称及び代表権者の氏名）」の項には、

当該申請者が法人の支社、支店、工場等である場合には、その所在地並び

に名称及び責任者の氏名を記載し、その職印を押なつ又は署名する。 

＜申請書中段＞ 

（一般的事項） 

新規申請及び更新申請の場合には、すべての欄に記載し、変更申請の場合

には、該当欄のみに変更後の事項を記載する。 

（各欄の記載事項） 

⑴欄：申請に係る貨物の輸出入申告書等を提出しようとする税関官署名を

記載する。ただし、税関官署の追加又は削除に係る変更申請の場合に

は、当該追加又は削除しようとする税関官署名のみを記載し、（追加）

又は（削除）と付記する。 

 

 

⑵欄：申請に係る分析成績による審査を希望する申請書等の書類（例、輸

入申告書、輸出申告書、積戻し申告書、保税作業終了届）を記載し、

減免還付に関するものの場合には、その根拠法令名及びその条項を付

記する（例、関税定率法第 13 条第１項による免税）。 

 

⑶欄：申請に係る分析成績による関税等の賦課（軽減、免除、払戻し及び

還付を含む。以下同じ。）を希望する貨物の品名（例、粗糖、重油、
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えば、粗糖、重油、マニオカでん粉）を記載する。 

⑷欄：申請に係る分析の成績により関税等の賦課が行われる場合に必要と

される分析項目（例えば、糖度、比重、水分）を記載する。 

⑸欄：⑷欄に掲げる分析項目の分析方法を記載するものとし、当該分析方

法が JIS（日本工業規格）、日本薬局方又は関税中央分析所若しくは国

税庁において定められているものであるときは、当該分析方法の名称

（例えば、JIS K 2249-4「原油及び石油製品－密度の求め方－第１部：

振動法」、関税中央分析所が定める税関分析法 No. 101「砂糖の糖度測

定法」）のみを記載し、その他の分析方法であるときは、別紙に分析

方法の名称、使用する試薬及び器具、試料の調製、分析操作その他当

該分析方法に係る事項を JIS 又は関税中央分析所が定める税関分析

法と同程度の詳細さをもって記載し、⑸欄は「別紙のとおり」と記載

する。 

⑹欄：（省略） 

⑺欄：申請に係る分析の責任者の職名（分析室長、試験課長等直接当該分

析を実施する部署の長の職名をいう。）及び氏名を記載し、当該責任

者の印を押印する。 

⑻欄：（省略） 

⑼欄：上記各欄に記載した事項についての補足説明等のほか、更新又は変

更の申請の場合には、新規又は最近の更新の申請に係る承認番号（当

該新規又は最近の更新の申請に係る承認の日以降に変更の承認を受

マニオカでん粉）を記載する。 

⑷欄：申請に係る分析成績により関税等の賦課が行われる場合に必要とさ

れる分析項目（例、糖度、比重、水分）を記載する。 

⑸欄：括弧４欄に掲げる分析項目の分析方法を記載するものとし、当該分

析方法が JIS（日本工業規格）、日本薬局方又は関税中央分析所若しく

は国税庁において定められているものであるときは、当該分析方法の

名称（例、JIS K 2249「原油及び石油製品の密度試験方法並びに密度・

質量・容量換算表」、関税中央分析所が定める税関分析法 No. 101「砂

糖の糖度測定法」）のみを記載し、その他の分析方法であるときは、

別紙に分析方法の名称、使用する試薬及び器具、試料の調製、分析操

作その他当該分析方法に係る事項を JIS 又は関税中央分析所が定め

る税関分析法と同程度の詳細さをもって記載し、⑸欄は「別紙のとお

り」と記載する。 

⑹欄：（同左） 

⑺欄：申請に係る分析の責任者の職名（分析室長、試験課長等直接当該分

析を実施する部署の長の職名をいう。）及び氏名を記載し、当該責任

者の印を押なつする。 

⑻欄：（同左） 

⑼欄：上記各欄に記載した事項についての補足説明等のほか、更新申請又

は変更申請の場合には、新規申請又は最近の更新申請の承認番号及び

それ以降の変更申請の承認番号を記載する。 
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改 正 後 改 正 前 

けている場合には、当該変更の申請に係る承認番号を含む。）を記載

する。 

関税法基本通達 67－３－20 の⑵のイの(ﾎ)の規定により、保税工場

等の責任者の名をもってこの申請を行う場合には、蔵入れ、移入れ若

しくは総保入れ又は輸入の委託先の名称（委託先が複数の場合には列

記する。）及び委託事項を、例えば、 

「輸入：○○商事株式会社○○支店 

△△貿易株式会社△△支店」 

のように記載する。 

⑽欄：税関が、申請に係る分析を行う際の留意事項（例えば、分析操作上

の注意事項、分析成績の表示方法）、申請書の記載に関する指示事項、

分析成績書の様式に関する指示事項その他の参考事項を記載する。 

 

輸出（積戻し）差止申立書（Ｃ－5640） 

 

（省略） 

「申立人」欄における法人番号については、法人番号（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第

27 号）第２条第 15 項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）を保有する場

合に記載する。国籍については、外国人（外国法人）の場合に記載する。 

「認定手続を執るべき税関長」欄には、輸出差止申立てに基づき認定手続

 

 

関税法基本通達 67－３－19（当事者分析）の⑵のイの(ﾆ)の規定に

より、保税工場等の責任者の名をもってこの申請を行う場合には、蔵

（移・総保）入れ又は輸入の委託先の名称（委託先が複数の場合には

列記する。）及び委託事項を、例えば、 

「輸入：○○商事株式会社○○支店 

△△貿易株式会社△△支店」 

のように記載する。 

⑽欄：税関が、申請に係る分析を行う際の留意事項（例、分析操作上の注

意事項、分析成績の表示方法）、申請書の記載に関する指示事項、分

析成績書の様式に関する指示事項その他の参考事項を記載する。 

 

輸出（積戻し）差止申立書（Ｃ－5640） 

 

（同左） 

「申立人」欄には、申立人が外国人（外国法人）の場合は、その国籍も記

載する。 

 

 

「認定手続を執る税関長」欄には、輸出差止申立てに基づき認定手続を執
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を執るべき税関から除く税関がある場合には、当該税関名を抹消し又は二重

線で消す。 

「権利の種類」欄には、輸出差止申立てに係る権利の該当する箇所（□）

にレチェックを付し又は□を■とする。また、輸出差止申立てに係る物品に

複数の権利が設定されているものは、それぞれ該当する箇所（□）にレチェ

ックを付し又は□を■とする。 

「登録番号及び登録年月日」欄には、特許権、実用新案権、意匠権、商標

権、育成者権については、登録番号及び登録年月日を記載し、著作権又は著

作隣接権については、権利発生年月日を記載する（権利発生年月日が不明な

場合には、省略する。）。 

「権利の存続期間」欄において、著作権の存続期間は、著作物の創作の時

から始まり、著作者の死後 50 年を経過する日まで（映画の著作物は、その

著作物の公表後 70 年を経過する日まで）なので、存続期間が不明な場合に

は省略する（著作隣接権も同様とする。）。 

「権利の範囲」欄における輸出差止申立てに係る権利の範囲については、

できる限り具体的に記載する。また、商標権に係る輸出差止申立ての場合に

は、指定商品名及び登録商標も記載する。 

「権利者」欄における法人番号については、輸出差止申立ての時点におい

て把握している場合に記載する。 

「専用実施権者、専用使用権者又は専用利用権者」欄における法人番号に

ついては、輸出差止申立ての時点において把握している場合に記載する。 

るべき税関から除く税関がある場合には、当該税関名を二重線で消す。 

 

「権利の種類」欄には、輸出差止申立てに係る権利の該当する箇所（□）

にレチェックを付す。また、輸出差止申立てに係る物品に複数の権利が設定

されているものは、それぞれ該当する箇所（□）にレチェックを付す。 

 

「登録番号及び登録年月日」欄には、登録番号及び登録年月日を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

「権利の範囲」欄における輸出差止申立てに係る権利の範囲については、

できる限り具体的に記載する。また、商標権に係る輸出差止申立ての場合に

は、指定商品名も記載する。 
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「通常実施権者、通常使用権者又は通常利用権者」欄には、輸出差止め対

象から除外する輸出者等がある場合にあっては、これを記載する。また、法

人番号については、輸出差止申立ての時点において把握している場合に記載

する。 

（省略） 

「侵害物品と認める理由」欄には、輸出差止申立てに係る権利を侵害する

と認める理由を記載する。 

「識別ポイント」欄には、侵害すると認める物品又は真正商品に特有の表

示、形状、包装等の侵害すると認める物品と真正商品とを識別するポイント

及び方法につき具体的、かつ、詳細に記載する。 

「輸出（積戻し）差止申立てが効力を有する期間として希望する期間」欄

には、４年以内の期間を記載する。また、希望する期間（□）にレチェック

を付し又は□を■とする。なお、不要な文字は抹消して差し支えない。 

 

 

 

「侵害すると認める物品の輸出（積戻し）に関する参考事項」欄には、輸

出差止申立ての時点においてこれらの事実を把握している場合に記載する。

「訴訟等での争い」欄には、輸出差止申立てに係る権利の内容について訴

訟等での争いの有無（□）にレチェックを付し又は□を■とする。また、争

いがある場合にはその争いの内容を記載する。 

「通常実施権者、通常使用権者又は通常利用権者」欄には、輸出差止め対

象から除外する輸出者等がある場合にあっては、これを記載する。 

 

 

（同左） 

 

 

 

 

 

「輸出差止申立てが効力を有する期間として希望する期間」欄には、４年

以内の期間を記載する。なお、特段支障がない場合には、「受理日から４年

間」と記載することができる。 

「侵害物品と認める理由」欄には、侵害すると認める理由を記載する。 

「識別ポイント」欄には、侵害すると認める物品と真正商品とを識別する

ポイントにつき具体的、かつ、詳細に記載する。 

「侵害すると認める物品の輸出に関する参考事項」欄は、輸出差止申立て

の時点においてこれらの事実を把握している場合に記載する。 

 

 

 



別紙５－85 

新旧対照表 

【税関様式関係通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 107 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

31 
 

改 正 後 改 正 前 

 

輸出（積戻し）差止申立書（保護対象商品等表示等関係）（Ｃ－5642） 

 

（省略） 

「申立人」欄における法人番号については、法人番号（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第

27 号）第２条第 15 項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）を保有する場

合に記載する。国籍については、外国人（外国法人）の場合に記載する。 

「認定手続を執るべき税関長」欄には、輸出差止申立てに基づき認定手続

を執るべき税関から除く税関がある場合には、当該税関名を抹消し又は二重

線で消す。 

「保護対象商品等表示等の種類」欄には、輸出差止申立てを行う者の保護

対象商品等表示等に該当する箇所（□）にレチェックを付し又は□を■とす

る。 

（省略） 

「使用を許諾し又は許諾されている者」欄には、輸出差止申立て対象から

除外する輸出者等がある場合にあっては、これを記載する。また、法人番号

については、輸出差止申立ての時点において把握している場合に記載する。

「輸出（積戻し）差止申立てを行う侵害すると認める物品の品名等」欄に

は、侵害すると認める物品の品名を記載する。 

（省略） 

 

輸出（積戻し）差止申立書（保護対象商品等表示等関係）（Ｃ－5642） 

 

（同左） 

「申立人」欄には、申立人が外国人（外国法人）の場合は、その国籍も記

載する。 

 

 

「認定手続を執る税関長」欄には、輸出差止申立てに基づき認定手続を執

るべき税関から除く税関がある場合には、当該税関名を二重線で消す。 

 

「保護対象商品等表示等の種類」欄は、輸出差止申立てを行う者の保護対

象商品等表示等に該当する箇所（□）にレチェックを付す。 

 

（同左） 

「使用を許諾し又は許諾されている者」欄には、輸出差止申立て対象から

除外する輸出者等がある場合にあっては、これを記入する。 

 

「輸出差止申立てを行う侵害すると認める物品の品名等」欄には、侵害す

ると認める物品の品名を記載する。 

（同左） 
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改 正 後 改 正 前 

「侵害物品と認める理由」欄には、輸出差止申立てに係る知的財産を侵害

すると認める理由を記載する。 

「識別ポイント」欄には、侵害すると認める物品又は真正商品に特有の表

示、形状、包装等の侵害すると認める物品と真正商品とを識別するポイント

及び方法につき具体的、かつ、詳細に記載する。 

「輸出（積戻し）差止申立てが効力を有する期間として希望する期間」欄

には、４年以内の期間を記載する。また、希望する期間（□）にレチェック

を付し又は□を■とする。なお、不要な文字は抹消して差し支えない。 

 

 

 

「侵害すると認める物品の輸出（積戻し）に関する参考事項」欄には、輸

出差止申立て時点においてこれらの事実を把握している場合に記載する。 

「訴訟等での争い」欄には、輸出差止申立てに係る知的財産の内容につい

て訴訟等での争いの有無（□）にレチェックを付し又は□を■とする。また、

争いがある場合にはその争いの内容を記載する。 

 

輸出（積戻し）差止申立書（保護対象営業秘密関係）（Ｃ－5643） 

 

（省略） 

「申立人」欄における法人番号については、法人番号（行政手続における

 

 

 

 

 

「輸出差止申立てが効力を有する期間として希望する期間」欄には、４年

以内の期間を記載する。なお、特段支障がない場合には、「受理日から４年

間」と記載することができる。 

「侵害物品と認める理由及び識別ポイント」欄には、侵害すると認める物

品及び真正商品の商品説明並びに識別ポイントを具体的、かつ、詳細に記載

する。 

「侵害すると認める物品の輸出に関する参考事項」欄には、輸出差止申立

て時点においてこれらの事実を把握している場合に記載する。 

 

 

 

 

輸出（積戻し）差止申立書（保護対象営業秘密関係）（Ｃ－5643） 

 

（同左） 

「申立人」欄には、申立人が外国人（外国法人）の場合は、その国籍も記
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改 正 後 改 正 前 

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第

27 号）第２条第 15 項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）を保有する場

合に記載する。国籍については、外国人（外国法人）の場合に記載する。 

「認定手続を執るべき税関長」欄には、輸出差止申立てに基づき認定手続

を執るべき税関から除く税関がある場合には、当該税関名を抹消し又は二重

線で消す。 

（省略） 

「使用を許諾し又は許諾されている者」欄には、輸出差止申立て対象から

除外する輸出者等がある場合にあっては、これを記載する。また、法人番号

については、輸出差止申立ての時点において把握している場合に記載する。

「輸出（積戻し）差止申立てを行う侵害すると認める物品の品名等」欄に

は、侵害すると認める物品の品名を記載する。 

（省略） 

「侵害物品と認める理由」欄には、輸出差止申立てに係る知的財産を侵害

すると認める理由を記載する。 

「識別ポイント」欄には、侵害すると認める物品又は真正商品に特有の表

示、形状、包装等の侵害すると認める物品と真正商品とを識別するポイント

及び方法につき具体的、かつ、詳細に記載する。 

「輸出（積戻し）差止申立てが効力を有する期間として希望する期間」欄

には、４年以内の期間を記載する。また、希望する期間（□）にレチェック

を付し又は□を■とする。なお、不要な文字は抹消して差し支えない。 

載する。 

 

 

「認定手続を執る税関長」欄には、輸出差止申立てに基づき認定手続を執

るべき税関から除く税関がある場合には、当該税関名を二重線で消す。 

 

（同左） 

「使用を許諾し又は許諾されている者」欄には、輸出差止申立て対象から

除外する輸出者等がある場合にあっては、これを記入する。 

 

「輸出差止申立てを行う侵害すると認める物品の品名等」欄には、侵害す

ると認める物品の品名を記載する。 

（同左） 

 

 

 

 

 

「輸出差止申立てが効力を有する期間として希望する期間」欄には、４年

以内の期間を記載する。なお、特段支障がない場合には、「受理日から４年

間」と記載することができる。 
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

「侵害すると認める物品の輸出（積戻し）に関して特定又は想定される事

項」欄には、輸出差止申立て時点においてこれらの事実を把握している場合

に記載する。 

「訴訟等での争い」欄には、輸出差止申立てに係る知的財産の内容につい

て訴訟等での争いの有無（□）にレチェックを付し又は□を■とする。また、

争いがある場合にはその争いの内容を記載する。 

 

輸入差止申立書（Ｃ－5840） 

 

（省略） 

「申立人」欄における法人番号については、法人番号（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第

27 号）第２条第 15 項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）を保有する場

合に記載する。国籍については、外国人（外国法人）の場合に記載する。 

「認定手続を執るべき税関長」欄には、輸入差止申立てに基づき認定手続

を執るべき税関から除く税関がある場合には、当該税関名を抹消し又は二重

線で消す。 

「権利の種類」欄には、輸入差止申立てに係る権利の該当する箇所（□）

「侵害物品と認める理由及び識別ポイント」欄には、侵害すると認める物

品及び真正商品の商品説明並びに識別ポイントを具体的、かつ、詳細に記載

する。 

「侵害すると認める物品の輸出に関して特定又は想定される事項」欄に

は、輸出差止申立て時点においてこれらの事実を把握している場合に記載す

る。 

 

 

 

 

輸入差止申立書（Ｃ－5840） 

 

（同左） 

「申立人」欄には、申立人が外国人（外国法人）の場合は、その国籍も記

載する。 

 

 

「認定手続を執る税関長」欄には、輸入差止申立てに基づき認定手続を執

るべき税関から除く税関がある場合には、当該税関名を二重線で消す。 

 

「権利の種類」欄には、輸入差止申立てに係る権利の該当する箇所（□）
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改 正 後 改 正 前 

にレチェックを付し又は□を■とする（著作権又は著作隣接権のうち著作権

法第 113 条第５項に規定する「国外頒布目的商業用レコード」（以下「還流

レコード」という。）に係る申立てについては、レチェック等と併せて、権

利名の横に「還流レコード」と付記する。）。また、輸入差止申立てに係る物

品に複数の権利が設定されているものは、それぞれ該当する箇所（□）にレ

チェックを付し又は□を■とする。 

（省略） 

「権利の範囲」欄における輸入差止申立てに係る権利の範囲については、

できる限り具体的に記載する。また、商標権に係る輸入差止申立ての場合に

は、指定商品名及び登録商標も記載する。 

「権利者」欄における法人番号については、輸入差止申立ての時点におい

て把握している場合に記載する。 

「専用実施権者、専用使用権者又は専用利用権者」欄における法人番号に

ついては、輸入差止申立ての時点において把握している場合に記載する。 

「通常実施権者、通常使用権者又は通常利用権者」欄には、輸入差止め対

象から除外する輸入者等がある場合にあっては、これを記載する。また、法

人番号については、輸入差止申立ての時点において把握している場合に記載

する。 

（省略） 

「侵害物品と認める理由」欄には、輸入差止申立てに係る権利を侵害する

と認める理由を記載する。 

にレチェックを付す（著作権又は著作隣接権のうち著作権法第 113 条第５項

に規定する「国外頒布目的商業用レコード」（以下「還流レコード」という。）

に係る申立てについては、レチェックと併せて、権利名の横に「還流レコー

ド」と付記する。）。また、輸入差止申立てに係る物品に複数の権利が設定さ

れているものは、それぞれ該当する箇所（□）にレチェックを付す。 

 

（同左） 

「権利の範囲」欄における輸入差止申立てに係る権利の範囲については、

できる限り具体的に記載する。また、商標権に係る輸入差止申立ての場合に

は、指定商品名も記載する。 

 

 

 

 

「通常実施権者、通常使用権者又は通常利用権者」欄には、輸入差止め対

象から除外する輸入者等がある場合にあっては、これを記載する。 

 

 

（同左） 
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改 正 後 改 正 前 

「識別ポイント」欄には、侵害すると認める物品又は真正商品に特有の表

示、形状、包装等の侵害すると認める物品と真正商品とを識別するポイント

及び方法につき具体的、かつ、詳細に記載する。 

「輸入差止申立てが効力を有する期間として希望する期間」欄には、４年

以内の期間を記載する。また、希望する期間（□）にレチェックを付し又は

□を■とする。なお、不要な文字は抹消して差し支えない。 

 

 

 

「侵害すると認める物品の輸入に関する参考事項」欄には、輸入差止申立

ての時点においてこれらの事実を把握している場合に記載する。 

「並行輸入に関する参考事項」欄には、並行輸入に関する事項として、外

国における権利設定状況、外国の権利者との関係、外国において製造されて

いる真正商品の特徴（輸入価格（FOB 価格）を含む。）、外国における権利の

許諾関係、その他の事項（ライセンス契約がある場合には、その契約の内容、

ライセンシー及び製造工場のリスト等）について、できるだけ詳細に記載す

る。 

「訴訟等での争い」欄には、輸入差止申立てに係る権利の内容について訴

訟等での争いの有無（□）にレチェックを付し又は□を■とする。また、争

いがある場合にはその争いの内容を記載する。 

（省略） 

 

 

 

「輸入差止申立てが効力を有する期間として希望する期間」欄には、４年

以内の期間を記載する。なお、特段支障がない場合には、「受理日から４年

間」と記載することができる。 

「侵害物品と認める理由」欄には、侵害すると認める理由を記載する。 

「識別ポイント」欄には、侵害すると認める物品と真正商品とを識別する

ポイントにつき具体的、かつ、詳細に記載する。 

「侵害すると認める物品の輸入に関する参考事項」欄は、輸入差止申立て

の時点においてこれらの事実を把握している場合に記載する。 

「並行輸入に関する参考事項」欄には、並行輸入に関する事項として、外

国における権利設定状況、外国の権利者との関係、外国において製造されて

いる真正商品の特徴（輸入価格（FOB 価格）を含む。）、外国における権利の

許諾関係、その他の事項（ライセンス契約がある場合には、その契約の内容、

ライセンシー及び製造工場のリスト等）について、できるだけ詳細に記載す

る。 

 

 

 

（同左） 
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改 正 後 改 正 前 

 

輸入差止申立書（保護対象商品等表示等関係）（Ｃ－5842） 

 

（省略） 

「申立人」欄における法人番号については、法人番号（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第

27 号）第２条第 15 項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）を保有する場

合に記載する。国籍については、外国人（外国法人）の場合に記載する。 

「認定手続を執るべき税関長」欄には、輸入差止申立てに基づき認定手続

を執るべき税関から除く税関がある場合には、当該税関名を抹消し又は二重

線で消す。 

「保護対象商品等表示等の種類」欄には、輸入差止申立てを行う者の保護

対象商品等表示等に該当する箇所（□）にレチェックを付し又は□を■とす

る。 

（省略） 

「使用を許諾し又は許諾されている者」欄には、輸入差止申立て対象から

除外する輸入者等がある場合にあっては、これを記載する。また、法人番号

については、輸入差止申立ての時点において把握している場合に記載する。

（省略） 

「侵害物品と認める理由」欄には、輸入差止申立てに係る知的財産を侵害

すると認める理由を記載する。 

 

輸入差止申立書（保護対象商品等表示等関係）（Ｃ－5842） 

 

（同左） 

「申立人」欄には、申立人が外国人（外国法人）の場合は、その国籍も記

載する。 

 

 

「認定手続を執る税関長」欄には、輸入差止申立てに基づき認定手続を執

るべき税関から除く税関がある場合には、当該税関名を二重線で消す。 

 

「保護対象商品等表示等の種類」欄は、輸入差止申立てを行う者の保護対

象商品等表示等に該当する箇所（□）にレチェックを付す。 

 

（同左） 

「使用を許諾し又は許諾されている者」欄には、輸入差止申立て対象から

除外する輸入者等がある場合にあっては、これを記入する。 

 

（同左） 
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改 正 後 改 正 前 

「識別ポイント」欄には、侵害すると認める物品又は真正商品に特有の表

示、形状、包装等の侵害すると認める物品と真正商品とを識別するポイント

及び方法につき具体的、かつ、詳細に記載する。 

「輸入差止申立てが効力を有する期間として希望する期間」欄には、４年

以内の期間を記載する。また、希望する期間（□）にレチェックを付し又は

□を■とする。なお、不要な文字は抹消して差し支えない。 

 

 

 

（省略） 

「参考事項」欄には、真正商品に係る外国における製造販売者との関係、

外国において製造されている真正商品の特徴（輸入価格（FOB 価格）を含む。）、

外国における使用許諾関係、その他の事項（使用許諾契約等がある場合には、

その契約の内容、製造工場のリスト等）について、できるだけ詳細に記載す

る。 

「訴訟等での争い」欄には、輸入差止申立てに係る知的財産の内容につい

て訴訟等での争いの有無（□）にレチェックを付し又は□を■とする。また、

争いがある場合にはその争いの内容を記載する。 

（省略） 

 

輸入差止申立書（保護対象営業秘密関係）（Ｃ－5843） 

 

 

 

「輸入差止申立てが効力を有する期間として希望する期間」欄には、４年

以内の期間を記載する。なお、特段支障がない場合には、「受理日から４年

間」と記載することができる。 

「侵害物品と認める理由及び識別ポイント」欄には、侵害すると認める物

品及び真正商品の商品説明並びに識別ポイントを具体的、かつ、詳細に記載

する。 

（同左） 

「参考事項」欄には、真正商品に係る外国における製造販売者との関係、

外国において製造されている真正商品の特徴（輸入価格（FOB 価格）を含む。）、

外国における使用許諾関係、その他の事項（使用許諾契約等がある場合には、

その契約の内容、製造工場のリスト等）について、できるだけ詳細に記載す

る。 

 

 

 

（同左） 

 

輸入差止申立書（保護対象営業秘密関係）（Ｃ－5843） 
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（省略） 

「申立人」欄における法人番号については、法人番号（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第

27 号）第２条第 15 項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）を保有する場

合に記載する。国籍については、外国人（外国法人）の場合に記載する。 

「認定手続を執るべき税関長」欄には、輸入差止申立てに基づき認定手続

を執るべき税関から除く税関がある場合には、当該税関名を抹消し又は二重

線で消す。 

（省略） 

「使用を許諾し又は許諾されている者」欄には、輸入差止申立て対象から

除外する輸入者等がある場合にあっては、これを記載する。また、法人番号

については、輸入差止申立ての時点において把握している場合に記載する。

（省略） 

「侵害物品と認める理由」欄には、輸入差止申立てに係る知的財産を侵害

すると認める理由を記載する。 

「識別ポイント」欄には、侵害すると認める物品又は真正商品に特有の表

示、形状、包装等の侵害すると認める物品と真正商品とを識別するポイント

及び方法につき具体的、かつ、詳細に記載する。 

「輸入差止申立てが効力を有する期間として希望する期間」欄には、４年

以内の期間を記載する。また、希望する期間（□）にレチェックを付し又は

 

（同左） 

「申立人」欄には、申立人が外国人（外国法人）の場合は、その国籍も記

載する。 

 

 

「認定手続を執る税関長」欄には、輸入差止申立てに基づき認定手続を執

るべき税関から除く税関がある場合には、当該税関名を二重線で消す。 

 

（同左） 

「使用を許諾し又は許諾されている者」欄には、輸入差止申立て対象から

除外する輸入者等がある場合にあっては、これを記入する。 

 

（同左） 

 

 

 

 

 

「輸入差止申立てが効力を有する期間として希望する期間」欄には、４年

以内の期間を記載する。なお、特段支障がない場合には、「受理日から４年
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□を■とする。なお、不要な文字は抹消して差し支えない。 

 

 

 

（省略） 

 

 

 

 

 

「訴訟等での争い」欄には、輸入差止申立てに係る知的財産の内容につい

て訴訟等での争いの有無（□）にレチェックを付し又は□を■とする。また、

争いがある場合にはその争いの内容を記載する。 

（省略） 

 

輸入差止情報提供書（Ｃ－5866） 

 

「税関長」欄には、輸入差止情報提供を行う税関長名を記載する。 

「情報提供者」欄における法人番号については、法人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法

律第 27 号）第２条第 15 項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）を保有

間」と記載することができる。 

「侵害物品と認める理由及び識別ポイント」欄には、侵害すると認める物

品及び真正商品の商品説明並びに識別ポイントを具体的、かつ、詳細に記載

する。 

（同左） 

「参考事項」欄には、真正商品に係る外国における製造販売者との関係、

外国において製造されている真正商品の特徴（輸入価格（FOB 価格）を含む。）、

外国における使用許諾関係、その他の事項（使用許諾契約等がある場合には、

その契約の内容、製造工場のリスト等）について、できるだけ詳細に記載す

る。 

 

 

 

（同左） 

 

輸入差止情報提供書（Ｃ－5866） 

 

「税関長」欄は、輸入差止情報提供を行う税関名を○で囲む。 

「情報提供者」欄には、情報提供者が外国人（外国法人）の場合は、その

国籍も記載する。 
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する場合に記載する。国籍については、外国人（外国法人）の場合に記載す

る。 

「認定手続を執るべき税関長」欄には、輸入差止情報提供に基づき認定手

続を執るべき税関から除く税関がある場合には、当該税関名を抹消し又は二

重線で消す。 

（省略） 

「権利者」欄における法人番号については、輸入差止情報提供の時点にお

いて把握している場合に記載する。 

「専用利用権者」欄における法人番号については、輸入差止情報提供の時

点において把握している場合に記載する。 

「通常利用権者」欄には、輸入差止め対象から除外する輸入者等がある場

合にあっては、これを記載する。また、法人番号については、輸入差止情報

提供の時点において把握している場合に記載する。 

（省略） 

「輸入統計品目番号（９桁）」欄には、任意で輸入統計品目番号（９桁）

を記載する。 

「侵害物品と認める理由」欄には、輸入差止情報提供に係る権利を侵害す

ると認める理由を記載する。 

「識別ポイント」欄には、侵害すると認める物品又は真正商品に特有の表

示、形状、包装等の侵害すると認める物品と真正商品とを識別するポイント

及び方法につき具体的、かつ、詳細に記載する。 

 

 

 

 

 

（同左） 

 

 

 

 

「通常利用権者」欄には、輸入差止め対象から除外する輸入者等がある場

合にあっては、これを記載する。 

 

（同左） 

「輸入統計品目番号（９桁）」欄には、任意で HS 番号（９桁）を記載させ、

記載のない場合は、受付税関において記載する。 
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「輸入差止情報提供希望期間」欄には、４年以内の期間を記載する。また、

希望する期間（□）にレチェックを付し又は□を■とする。なお、不要な文

字は抹消して差し支えない。 

 

 

 

「侵害すると認める物品の輸入に関する参考事項」欄には、輸入差止情報

提供の時点においてこれらの事実を把握している場合に記載する。 

「訴訟等での争い」欄には、輸入差止情報提供に係る権利の内容について

訴訟等での争いの有無（□）にレチェックを付し又は□を■とする。また、

争いがある場合にはその争いの内容を記載する。 

 

開庁時間外の事務の執行を求める届出書（Ｃ－8000） 

 
「事務の種類及び件数」欄には、事務の種類（例えば、輸出申告、輸入申

告の別。）及び当該種類ごとの件数を記載する。 
「事務の執行を求める時間」欄には、開庁時間外に税関の執務を求める予

定の時間を記載する。また、法第 67 条の３の規定に基づく輸出申告又は法

第 67 条の 19 の規定に基づく輸入申告を行おうとする税関官署（以下「申告

官署」という。）とその申告に係る貨物が置かれている保税地域等を所轄す

る税関官署（以下「蔵置官署」という。）が異なる場合に、複数の税関官署

「輸入差止情報提供が効力を有する期間として希望する期間」欄には、４

年以内の期間を記載する。なお、特段支障がない場合には、「受理日から４

年間」と記載することができる。 

「侵害物品と認める理由及び識別ポイント」欄には、侵害すると認める物

品及び真正商品の商品説明並びに識別ポイントを具体的、かつ、詳細に記載

する。 

「侵害すると認める物品の輸入に関する参考事項」欄は、輸入差止情報提

供の時点においてこれらの事実を把握している場合に記載する。 

 

 

 

 

開庁時間外の事務の執行を求める届出書（Ｃ－8000） 

 
「事務の種類及び件数」欄には、事務の種類（例えば、輸出申告、輸入申

告の別。）及び当該種類ごとの件数を記載する。 
「事務の執行を求める時間」欄には、開庁時間外に税関の執務を求める予

定の時間を記載する。 
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に対して開庁時間外執務の要請を行うときは、上記予定の時間が異なるごと

に作成する。 
「備考」欄には、開庁時間外に税関の執務を求める理由その他税関の執務

の参考となる事項を記載する。また、申告官署と蔵置官署が異なる場合に、

蔵置官署に対して開庁時間外執務の要請を行うときは、当該蔵置官署の名称

を記載する。 

 

特例輸入者等承認・認定申請書（Ｃ－9000） 

 

「あて先税関長」欄には、特例輸入者、特定保税運送者及び特定輸出者の

承認の申請においては、原則として、主たる貿易業務を行っている事業所の

所在地を管轄する税関長の職名を、特定保税承認者の承認及び認定製造者の

認定の申請においては、申請者の住所又は居所の所在地を所轄する税関長の

職名を、認定通関業者の認定の申請においては、申請者が通関業務を行う営

業所の所在地を所轄するいずれかの税関長の職名を記載する。 

「輸出入者符号」欄には、外国貿易等に関する統計基本通達（昭和 59 年

10 月 17 日蔵関第 1048 号）25－６の規定に準じて申請者が保有する符号を記

載する。 

（省略） 

「関税法第７条の２第１項に規定する申告の特例の適用を受けようとす

る・関税法第 67 条の３第１項の適用を受けて輸出申告しようとする貨物の

 
 
「備考」欄には、開庁時間外に税関の執務を求める理由その他税関の執務

の参考となる事項を記載する。 
 
 
 

特例輸入者等承認・認定申請書（Ｃ－9000） 

 

「あて先税関長」欄には、特例輸入者、特定保税運送者及び特定輸出者の

承認の申請においては、原則として、主たる貿易業務を行っている事業所の

所在地を管轄する税関長の職名を、特定保税承認者の承認及び認定製造者の

認定の申請においては、申請者の住所又は居所の所在地を所轄する税関長の

職名を、認定通関業者の認定の申請においては、申請者が通関業の許可を受

けているいずれかの税関長の職名を記載する。 

 

 

 

（同左） 

「関税法第７条の２第１項に規定する申告の特例の適用を受けようとす

る・関税法第 67 条の３第１項の適用を受けて輸出申告しようとする貨物の
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品名」欄は、特例輸入者又は特定輸出者の承認申請において記載するものと

し、記載する品名が複数ある場合は、適宜別紙に記載の上、添付する。 

「関税法第７条の５第１号イからリまでのいずれか・関税法第 51 条第１

号イからハまで（法第 62 条において準用する場合を含む。）のいずれか・関

税法第 63 条の４第１号イからチまでのいずれか・関税法第 67 条の６第１号

イからチまでのいずれか・関税法第 67 条の 13 第３項第１号イからチまで又

は同項第３号イに規定する第 67 条の６第１号イからチまでのいずれか・関

税法第 79 条第３項第１号イからホまでのいずれかに該当する事実の有無

（該当する事実がある場合にはその内容）」欄の具体的な記載方法は、次に

よる。 

⑴及び⑵ （省略） 

⑶ 特定保税承認者の承認申請にあっては関税法第 51 条第１号イからハ

まで（法第 62 条において準用する場合を含む。）のいずれか、特定保税

運送者の承認申請にあっては同法第 63 条の４第１号イからチまでのい

ずれか、認定製造者の認定申請にあたっては同法第 67 条の 13 第３項第

１号イからチまで又は同項第３号イに規定する第 67 条の６第１号イか

らチまでのいずれか、認定通関業者の認定申請にあっては同法第 79 条

第３項第１号イからホまでのいずれかについて記載する。 

「許可を受けている保税蔵置場・保税工場・営業所の名称及び所在地」欄

には、関税法第 50 条第１項の承認を受けようとする場合にあっては、許可

を受けている保税蔵置場の名称及び所在地を、同法第 61 条の５第１項の承

品名」欄は、特例輸入者又は特定輸出者の承認申請において記載するものと

し、記載する品名が複数ある場合は、適宜別紙に記載のうえ添付する。 

「関税法第７条の５第１号イからリまでのいずれか・関税法第 51 条第１

号イからハまで（法第 62 条において準用する場合を含む。）のいずれか・関

税法第 63 条の４第１号イからチまでのいずれか・関税法第 67 条の６第１号

イからチまでのいずれか・関税法第 67 条の 13 第３項第１号イからチまで又

は同項第３号イに規定する第 67 条の６第１号イからチまでのいずれか・関

税法第 79 条第３項第１号イからチまでのいずれかに該当する事実の有無

（該当する事実がある場合にはその内容）」欄の具体的な記載方法は、次に

よる。 

⑴及び⑵ （同左） 

⑶ 特定保税承認者の承認申請にあっては関税法第 51 条第１号イからハ

まで（法第 62 条において準用する場合を含む。）のいずれか、特定保税

運送者の承認申請にあっては同法第 63 条の４第１号イからチまでのい

ずれか、認定製造者の認定申請にあたっては同法第 67 条の 13 第３項第

１号イからチまで又は同項第３号イに規定する第 67 条の６第１号イか

らチまでのいずれか、認定通関業者の認定申請にあっては同法第 79 条

第３項第１号イからチまでのいずれかについて記載する。 

「許可を受けている保税蔵置場・保税工場・営業所の名称及び所在地」欄

には、関税法第 50 条第１項の承認を受けようとする場合にあっては、許可

を受けている保税蔵置場の名称及び所在地を、同法第 61 条の５第１項の承
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認を受けようとする場合にあっては、許可を受けている保税工場の名称及び

所在地を、同法第 79 条第１項の認定を受けようとする場合にあっては、通

関業法（昭和 42 年法律第 122 号）第８条第１項に規定する許可を受けてい

る営業所の所在地及び名称を記載するものとし、許可を受けている保税蔵置

場等が複数ある場合は、適宜別紙に記載の上、添付する。 

「その他参考となるべき事項」欄には、会社概況（資本金を含む。）、社内

の組織、役員の氏名、性別、生年月日及び履歴を記載するとともに、次の区

分に応じ、それぞれに掲げる事項を記載するものとする。 

なお、これらの事項が法令遵守規則に記載されている場合又はこれらの事

項を明らかにする書類が添付されている場合には、その記載されている範囲

又はその明らかにされている範囲内において、申請書への記載を省略又は簡

略化することができるものとする。 

また、履歴のうち、申請者（法人である場合にはその役員及び主要な従業

者を含む。）の氏名（カナ、漢字）、生年月日、性別については、ＣＳＶ形式

の電磁的記録を電磁的記録媒体（ＤＶＤ－Ｒ/ＲＷ、ＣＤ－Ｒ/ＲＷに限る。）

その他適宜の方法により提出するものとする。なお、都道府県警察から、暴

力団員等であるか否かを確認するため補充情報が必要であるとの連絡があ

った場合等において、税関から求めがあったときは、本籍及び住所が記載さ

れた戸籍謄本等を提出するものとする。 

⑴～⑷ （省略） 

⑸ 認定製造者の認定申請 

認を受けようとする場合にあっては、許可を受けている保税工場の名称及び

所在地を、同法第 79 条第１項の認定を受けようとする場合にあっては、通

関業法（昭和 42 年法律第 122 号）第８条第１項に規定する許可を受けてい

る営業所の所在地及び名称を記載するものとし、許可を受けている保税蔵置

場等が複数ある場合は、適宜別紙に記載のうえ添付する。 

「その他参考となるべき事項」欄には、会社概況（資本金を含む。）、社内

の組織、役員の氏名、性別、生年月日及び履歴を記載するとともに、次の区

分に応じ、それぞれに掲げる事項を記載するものとする。 

なお、これらの事項が法令遵守規則に記載されている場合又はこれらの事

項を明らかにする書類が添付されている場合には、その記載されている範囲

又はその明らかにされている範囲内において、申請書への記載を省略又は簡

略化することができるものとする。 

また、履歴のうち、申請者（法人である場合にはその役員及び主要な従業

者を含む。）の氏名（カナ、漢字）、生年月日、性別については、ＣＳＶ形式

の電磁的記録を電磁的記録媒体（ＤＶＤ－Ｒ/ＲＷ、ＣＤ－Ｒ/ＲＷに限る。）

その他適宜の方法により提出するものとする。なお、都道府県警察から、暴

力団員等であるか否かを確認するため補充情報が必要であるとの連絡があ

った場合等において、税関から求めがあったときは、本籍及び住所が記載さ

れた戸籍謄本等を提出するものとする。 

⑴～⑷ （同左） 

⑸ 認定製造者の認定申請 
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①～⑥ （省略） 

⑦ 特定製造貨物輸出者のコード（外国貿易等に関する統計基本通達

（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）25－６に規定する符号をい

い、特定製造貨物輸出申告を通関業者に委託して行う場合における当

該通関業者の利用者コード（輸出入・港湾関連情報処理システムを使

用する際に利用するコードをいう。）） 

 

 

⑧及び⑨ （省略） 

⑹ 認定通関業者の認定申請 

① 通関業法施行令第 14 条第１項第２号に規定する二号税関長（申請

者が通関業務を行う営業所が複数ある場合に限る。） 

②～⑦ （省略） 

（省略） 

 

特例輸入者等承認・認定内容変更届（Ｃ－9030） 

 

＜記載事項＞ 

変更届には、届出者の氏名又は名称、住所、輸出入者符号並びに承認・認

定番号及び承認・認定年月日を記載するものとし、法人の場合には、代表者

名を併せて記載する（「輸出入者符号」欄には、外国貿易等に関する統計基

①～⑥ （同左） 

⑦ 特定製造貨物輸出者のコード（「税関発給コードの発給に係る事務

処理要領について」（平成 20 年 10 月９日財関第 1140 号）により税関

が発給する税関輸出入者コード又は㈶日本貿易関係手続簡易化協会

（ＪＡＳＴＰＲＯ）が付番する日本輸出入者標準コードをいい、特定

製造貨物輸出申告を通関業者に委託して行う場合における当該通関

業者の利用者コード（輸出入・港湾関連情報処理システムを使用する

際に利用するコードをいう。） 

⑧及び⑨ （同左） 

⑹ 認定通関業者の認定申請 

① 通関業の許可を受けている税関長 

 

②～⑦ （同左） 

（同左） 

 

特例輸入者等承認・認定内容変更届（Ｃ－9030） 

 

＜記載事項＞ 

変更届には、届出者の氏名又は名称、住所、輸出入者符号（特例輸入者及

び特定輸出者に限る。）並びに承認・認定番号及び承認・認定年月日を記載

するものとし、法人の場合には、代表者名を併せて記載する。また、変更す
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本通達（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）25－６の規定に準じて届出者

が保有する符号を記載する）。また、変更する事項及びその理由並びに変更

事実の発生年月日を明記し、併せて、法第７条の５第１号イからリまでのい

ずれか、法第 51 条第１号イからハまで（法第 62 条において準用する場合を

含む。）のいずれか、法第 63 条の４第１号イからチまでのいずれか、法第 67 

条の６第１号イからチまでのいずれか、法第 67 条の 13 第３項第１号イから

チまで及び第３号イに規定する第67条の６第１号イからチまでのいずれか、

法第 79 条第３項第１号イからホまでのいずれかに該当する事実の有無（該

当する事実がある場合には、その内容）を記載する。 

（省略） 

 

特例輸入者の承認等取りやめ届（Ｃ－9040） 

 

「あて先税関長」欄には、承認又は認定を行った税関長名を記載する。 

「輸出入者符号」欄には、外国貿易等に関する統計基本通達（昭和 59 年

10 月 17 日蔵関第 1048 号）25－６の規定に準じて届出者が保有する符号を記

載する。 

（省略） 

 

特例輸入者等承認・認定の承継の承認申請書（Ｃ－9060） 

 

る事項及びその理由並びに変更事実の発生年月日を明記し、併せて、法第７

条の５第１号イからリまでのいずれか、法第 51 条第１号イからハまで（法

第 62 条において準用する場合を含む。）のいずれか、法第 63 条の４第１号

イからチまでのいずれか、法第 67 条の６第１号イからチまでのいずれか、

法第 67 条の 13 第３項第１号イからチまで及び第３号イに規定する第 67 条

の６第１号イからチまでのいずれか、法第 79 条第３項第１号イからチまで

のいずれかに該当する事実の有無（該当する事実がある場合には、その内容）

を記載する。 

 

（同左） 

 

特例輸入者の承認等取りやめ届（Ｃ－9040） 

 

「あて先税関長」欄には、承認又は認定を行った税関長名を記載する。 

 

 

 

（同左） 

 

特例輸入者等承認・認定の承継の承認申請書（Ｃ－9060） 
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改 正 後 改 正 前 

＜記載事項＞ 

「輸出入者符号」欄には、外国貿易等に関する統計基本通達（昭和 59 年

10 月 17 日蔵関第 1048 号）25－６の規定に準じて申請者が保有する符号を記

載する。 

 

＜添付書類等＞ 

（省略） 

 

通関業法関係 

 

許可等条件変更申請書（Ｂ－1010） 

 

「変更内容」の項には、条件の変更を申請する場合には、その変更の内容

（例えば、取扱貨物の種類○○を○○に）を、期限の延長を申請する場合に

は期限の延長を、また、条件の解除を申請する場合には、「取扱貨物の限定

解除」と記載する。 

 

通関業許可申請書（Ｂ－1060） 

 

＜記載事項＞ 

「置こうとする通関士の数」欄には、貨物限定の条件を受けようとする場

合であって通関士を置かないこととするときは、記載を要しない。 

なお、「置こうとする通関士」とは、通関士試験に合格した者で、現に、

 

 

 

 

 

＜添付書類等＞ 

（同左） 

 

通関業法関係 

 

許可条件変更申請書（Ｂ－1010） 

 

「変更内容」の項には、条件の変更を申請する場合には、その変更の内容

（例えば、取扱貨物の種類○○を○○に）を、期限の延長を申請する場合に

は期限の延長を、また、条件の解除を申請する場合には、「通関業務を行う

地域（又は取扱貨物）の限定解除」と記載する。 

 

通関業許可申請書（Ｂ－1060） 

 

＜記載事項＞ 

「置こうとする通関士の数」欄には、通関士設置地域以外において通関業

務に従事しようとする者又は特定貨物の通関業務に従事しようとする者は

記載を要しない。しかし、これらに該当する者であつても通関士を設置する
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改 正 後 改 正 前 

申請者に雇用されているか、又は雇用することが雇用契約等により確実であ

ると認められる者とする。したがって、それが単に不特定の見込みである場

合は含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「取り扱おうとする貨物の種類」欄には、取り扱おうとする貨物の種類を

一定の種類のみに限ることを希望する場合にのみ、その種類を記載する。 

「通関業務以外の事業を営んでいるときはその種類」欄に、例えば、港湾

運送事業（第×種、許可第×号）、倉庫業（登録第×号）等のように、その

許可等の番号、種類、年月日までを記載する。 

 

＜添付書類＞ 

（省略） 

 

宣誓書（Ｂ－1080） 

 

宣誓書中、                     の箇所は、宣誓 

 

こととなつている場合には記載する。 

なお、「置こうとする通関士」とは、通関士試験に合格した者で、現に、

申請者に雇用されているか、又は雇用することが雇用契約等により確実であ

ると認められる者とする。したがつて、それが単に不特定の見込みである場

合は含まない。 

「通関業務を行おうとする地域」欄には、通関業務に従事しようとする地

を管轄する税関の管轄区域を記載する。ただし、通関業者の許可申請が、通

関業法（昭和 42 年法律第 122 号）第 13 条第１項第１号《通関士の設置》の

規定により、通関士の設置を要しない地域限定に係るものである場合には、

当該税関の管轄区域のうち通関士設置地域に該当する地域以外の通関業務

を行おうとする地域を記載する。 

「取り扱おうとする貨物の種類」欄には、取り扱おうとする貨物の種類が

一定の種類のみに限ることを希望する場合にのみその種類を記載する。 

「通関業務以外の事業を営んでいるときはその種類」欄に、例えば、港湾

運送事業（第×種、許可第×号）、倉庫業（許可第×号）等のように、その

許可等の番号、種類、年月日までを記載する。 

 

＜添付書類＞ 

（同左） 

 

宣誓書（Ｂ－1080） 

 

宣誓書中、                の箇所は、宣誓内容に応じ、 

 

第６条 号から第９号まで及び第 11 号

第 31 条第２項 

第６条 号から第７号まで

第 31 条第２項
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改 正 後 改 正 前 

内容に応じ、空白箇所に号番号を記載するとともに、不要の文字を抹消する。

 

通関業の許可申請事項等の変更届（Ｂ－1140） 
 

＜添付書類＞ 

 変更届には、通関業法基本通達 12－１⑴に規定する書類を添付する。 
なお、履歴書に記載する事項のうち、申請者（法人である場合にはその役

員及び営業所の責任者に限る。）の氏名（カナ、漢字）、生年月日、性別につ

いては、ＣＳＶ形式の電磁的記録を電磁的記録媒体（ＤＶＤ－Ｒ/ＲＷ、Ｃ

Ｄ－Ｒ/ＲＷに限る。）その他適宜の方法により提出するものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空白箇所に号番号を記載するとともに、不要の文字をまつ消する。 

 

通関業の許可申請事項等の変更届（Ｂ－1140） 
 

＜添付書類＞ 

 申請書には、通関業法基本通達 12－１⑴に規定する書類を添付する。 
なお、履歴書に記載する事項のうち、申請者（法人である場合にはその役

員及び営業所の責任者に限る。）の氏名（カナ、漢字）、生年月日、性別につ

いては、ＣＳＶ形式の電磁的記録を電磁的記録媒体（ＤＶＤ－Ｒ/ＲＷ、Ｃ

Ｄ－Ｒ/ＲＷに限る。）その他適宜の方法により提出するものとする。 
 

専任通関士の設置免除承認申請書（Ｂ－1150） 

 

「営業所の所在地及び名称」の項には、専任の通関士を置かないこととし

たい営業所の所在地及び名称を記載する。この場合併任する営業所の所在地

及び名称を併記する。 

 

通関業務取扱台帳（Ｂ－1170） 

 

 「輸入申告等」欄において、「その他の申告・申請又は届」欄には、通関

業法基本通達（昭和 47 年蔵関第 105 号）の 18－２（料金表を適用しない手

続）のイからチまでの手続に係る通関業務について記載する。 

 

通関業営業報告書（Ｂ－1190） 
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

通関士確認届（Ｂ－1320） 

 

確認届には、通関業法基本通達 31－１⑵に規定する書類を添付する。 

なお、通関士試験合格証書に記載のある事項のうち、通関士として通関業務

に従事させようとする者の氏名（カナ、漢字）及び生年月日並びに当該従事

させようとする者の性別について、ＣＳＶ形式の電磁的記録を電磁的記録媒

体（ＤＶＤ－Ｒ/ＲＷ、ＣＤ－Ｒ/ＲＷに限る。）その他適宜の方法により提

出するものとする。 

 

第２表中「輸入申告等」欄において、「その他の申告・申請又は届」欄に

は、通関業法基本通達（昭和 47 年蔵関第 105 号）の 18－２（料金表を適用

しない手続）のイからチまでの手続に係る通関業務について記載する。 

 

 


